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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

（1）関係機関の連携体制

緊-1

【国・都道府県管理河川共通】
・改正水防法に基づき、河川管理者、都道府県、市町村等からなる協
議会へ移行、又は新たに設置し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的
に推進。

【国管理河川】
・2016年度までに全ての河川を対象に「水防災意識社会再構築ビジョ
ン」に基づく協議会を設置し、取組内容を「地域の取組方針」としてと
りまとめ。
・2018年12月までに、改正水防法に基づく128協議会を設置済。

【都道府県管理河川】
・2018年12月までに、改正水防法に基づく267協議会を設置済。

【国・都道府県管理河川共通】
・各地域で発生する災害の状況や高齢者の被災リスク等を踏まえ、
必要に応じて、協議会の構成員に利水ダムの管理者、市町村の高齢
者福祉部局を追加。
・大規模氾濫減災協議会にメディア連携分科会を設置するなど、メ
ディア連携のための協議会を設け、地域の取り組みを推進。

【都道府県管理河川】
・改正水防法に基づく協議会への移行が完了していない協議会は、
速やかに移行。 「地域の取組方針」未作成の協議会は、速やかにと
りまとめ。

【砂防】
・土砂災害への防災体制、防災意識の啓発などに関する先進的な取
り組みを共有するための連絡会を設置し、既設協議会等との連携強
化。

【国・都道府県管理河川共通】
・構成員の変更が生じた場合等、適宜、「地域の取組方針」を見直し。
・協議会等を適宜開催して取組状況をフォローアップし、必要に応じ
て「地域の取組方針」の見直し。
・協議会等の場を活用して取組内容等についてホームページ等で公
表。
・引き続き、協議会で関係機関の取組をフォローアップし、ハード・ソフ
ト対策を推進。

【砂防】
・連絡会の設置を進めるとともに、連絡会において、防災体制、防災
意識の啓発、避難訓練等について取組方針とりまとめ。

済
・
規
約
別
表
１

済
・
規
約
別
表
１

済
・
規
約
別
表
１

済
・
規
約
別
表
１

－ － － －

（2）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

緊-2

・洪水時における河
川管理者からの情
報提供等（ホットライ
ンの構築）

【国管理河川】
・2018年12月までに109水系に係る全ての洪水予報河川及び水位周
知河川の沿川市町村等でホットライン構築済。

【都道府県管理河川】
・2017年2月に都道府県向けに「中小河川におけるホットライン活用ガ
イドライン(案）」を作成・通知。
・協議会の場等を活用し、2018年6月までに、全ての洪水予報河川及
び水位周知河川の沿川市町村等と河川管理者において、ホットライ
ンを構築済。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会において連絡体制を確認。洪水対応訓練や避難訓練等を実
施し、明らかになった課題等を通してタイムラインを検証し、必要に応
じて改訂。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認。洪水対応訓練
や避難訓練等を実施し、明らかになった課題等を通してタイムライン
を検証し、必要に応じて改訂。

済
２
②
①

済
２
②
①

済
２
②
①

済
２
②
①

－ － － －

緊-3

・避難勧告等発令の
対象区域、判断基準
等の確認（タイムラ
イン）

【共通】
・2016年8月に地整・都道府県に対して「タイムライン（防災行動計画）
作成・活用指針（初版）」を通知。

【国管理河川】
・2017年6月までに、全730市町村で、河川管理者、市町村、気象台等
が連携し、避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインを作
成済。

【都道府県管理河川】
・2017年4月に都道府県に対して「水害対応タイムラインの作成等に
ついて」を通知。
・2018年12月までに、洪水予報河川及び水位周知河川の沿川等で対
象となる1,170市町村のうち、36都道府県の562市町村で水害対応タ
イムラインを作成。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会において、市町村等関係機関と水害対応タイムラインを確
認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実
施し、また市町村は関係機関と連携して避難訓練等を実施して、明ら
かになった課題等を踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対応タイム
ライン等を見直し。

【砂防】
・全国の土砂災害に関する行動計画の事例を収集し、連絡会等の場
を活用して、その取組を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において、市町村等関係機関と水害対応
タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実
施し、また市町村は関係機関と連携して避難訓練等を実施して、明ら
かになった課題等を踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対応タイム
ライン等を見直し。

【都道府県管理河川】
・2020年度までに、全ての対象市町村において水害対応タイムライン
を作成。

【砂防】
・土砂災害における警戒避難体制を強化し、住民の避難に資するた
め、土砂災害に関する行動計画作成の取り組みを支援するとともに、
防災訓練を実施。

－ － － － － － － ○

緊-4
・多機関連携型タイ
ムラインの拡充

【共通】
・2016年8月に地整、都道府県に対して「タイムライン（防災行動計画）
作成・活用指針（初版）」を通知。
【国管理河川】
・2018年12月までに、全国27地域で、迅速かつ効率的な防災行動の
実施を目指し、河川管理者、市町村、気象台等に加え、様々な関係
者

（※1）による多様な防災行動（※2）を対象とした水害対応タイムライ
ンを作成。
（※1）市町村福祉部局、要配慮者利用施設管理者、ライフライン事業
者等
（※2）要配慮者の避難、鉄道・電力・ガス等のライフライン事業者の
対応

【共通】
・ゼロメートル地帯を含むエリアにおいて、公共交通機関も参画したタ
イムライン策定に向けた検討を実施。

【共通】
・先行実施の状況等も踏まえ、必要に応じて「タイムライン（防災行動
計画）作成・活用指針（初版）」にブロックタイムライン策定の考え方を
反映させるなどの見直しを実施。
・主要な都市部を含むエリアにおいて、ブロック多機関連携型タイムラ
インを順次展開。

－ －

済
２
②
②

済
２
②
②

済 － － － －

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

・大規模氾濫減災協
議会等の設置

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

1
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-5
・水害危険性の周知
促進

【都道府県管理河川】
・2017年3月に都道府県に対し「水位周知河川等の指定促進につい
て」を通知。
・2017年3月に「地域の水害危険性の周知に関するガイドライン」公表
（2018年12月改定）し、都道府県に通知。
・今後5年間で指定予定の洪水予報河川、水位周知河川について検
討・調整を実施して、「地域の取組方針」に記載。

【都道府県管理河川】
・協議会等の場を活用して、水害危険性の周知の実施状況を確認。

【都道府県管理河川】
・2021年度を目途に、市町村の役場等に係る河川の内、現在、未指
定の約1,000河川において簡易な方法も活用して浸水想定及び河川
水位等の情報を提供（水害危険性の周知）。（既に水位周知河川等
に指定されている約1,500河川とあわせ約2,500河川で水害危険性を
周知。）
・毎年、協議会等の場を活用して、水害危険性の周知の実施状況を
確認。

新
２
②
⑨

新
２
②
⑨

新
２
②
⑨

新
２
②
⑨

－ ○ － －

緊-6
・ICT等を活用した洪
水情報の提供

【国・都道府県管理河川共通】
・2016年3月に「川の防災情報」をリニューアルし、スマートフォン版サ
イトを提供開始（GPSによる現在位置表示機能の追加、河川監視用
カメラのライブ画像の提供開始等）。
・2018年12月に「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・
リスク情報共有プロジェクト」でメディア連携の施策についてとりまと
め。

【国・都道府県管理河川共通】
・「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共
有プロジェクト」の枠組みを活用した全体会議を開催し、メディア連携
の施策のフォローアップを実施。
・水害・土砂災害関連の記者発表内容や情報提供サイト等につい
て、内容や用語が分かりやすいか、また、放送で使いやすいか等の
観点から、情報発信者である行政関係者と情報伝達者であるマスメ
ディアが連携して点検会議を開催し、用語や表現内容を改善。

【国・都道府県管理河川共通】
・施策の進捗状況のフォローアップと改善を行うため、全体会議を年
２回開催。
・点検会議における結果を踏まえ、必要に応じて用語や表現内容を
見直し。
・防災情報に対し、二次元コード、ハッシュタグなどを活用し、災害時
にテレビ、新聞などの放送メディアからネットメディアに誘導する取組
を実施。

新
２
②
⑩

新
２
②
⑩

新
２
②
⑩

新
２
②
⑩

○ ○ ○ －

緊-7
・危険レベルの統一
化等による災害情報
の充実と整理

【国管理河川】
・2018年5月に全109水系の洪水予報指定河川で洪水情報のプッシュ
型配信を運用開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・危険レベル（警戒レベル）の導入に関し、洪水予警報及び水位周知
情報の発表形式の見直しを行い、発表情報の参考となる警戒レベル
が分かる発表文にて運用。
・関係機関との連携のもと、各種防災情報における住民自らの行動
（避難準備や避難開始）のためのトリガーとなる情報を明確化し、これ
らのトリガー情報について適切なタイミングで緊急速報メールを配信
するための仕組みを構築。
・水害・土砂災害に関する緊急速報メールについて、緊急性とその内
容が的確に伝わるよう、配信文例を作成し関係者間で共有し、自治
体にも周知。

【砂防】
・危険レベル（警戒レベル）を踏まえた土砂災害警戒情報を発表でき
るよう、参考となる発表文を見直し、運用。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、これまで別々に管理されてきた水害・
土砂災害に関する情報を統合表示するシステムによる情報提供を開
始。

変
２
②
①

変
２
②
①

変
２
②
①

変
２
②
①

○ ○ ○ －

緊-8
・洪水予測や河川水
位の 状況 に関 する
解説

―
【国管理河川】
・ 状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよう、解説を行う際の
体制や、解説のタイミングとその内容等について整理。

【国管理河川】
・出水時に、国土交通省職員等普段現場で災害対応に当たっている
専門家がリアルタイムの状況をテレビやラジオ等のメディアで解説
し、状況の切迫性を直接住民に周知。

新
２
②
⑪

新
２
②
⑪

新
２
②
⑪

新
２
②
⑪

○ － － －

緊-9
・防災施設の機能に
関する情報提供の
充実

―

【国・都道府県管理河川共通】
・ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性等に関する流域
住民等へ周知。
・ダム等の洪水時の操作に関するわかりやすい情報提供等が必要な
ダムについては、関係機関と調整を図り、調整が整ったダム等から順
次実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・ダムや堤防等の施設について、整備の段階や完成後も定期的にそ
の効果や機能等について住民等への周知を実施。

【国管理河川】
・国及び水機構管理123ダムのうち、洪水時の操作に関するわかりや
すい情報提供が必要なダムは、2019年度までに実施。
【都道府県管理河川】
・道府県管理ダム435のうち、洪水時の操作に関するわかりやすい情
報提供が必要なダムは、関係機関と調整し、調整が整ったダムから
順次実施。

新
２
②
⑫

新
２
②
⑫

新
２
②
⑫

新
２
②
⑫

－ ○ ○ －

緊-10
・ダム放流情報を活
用した避難体系の確
立

―

【国・都道府県管理河川共通】
・ダム放流情報の内容や通知タイミングの改善、河川水位情報等の
活用など、住民の避難行動につながる情報提供等について、河川管
理者と共同で実施。

■事務局メモ■富山県管理ダム
常願寺川：なし、神通川：室牧ダム等、庄川：利賀川ダム等、小矢部
川：城端ダム

【国管理河川】
・国及び水機構管理123ダムのうち、2019年度までに避難行動に繋が
るダム放流情報の内容や通知タイミングの改善、河川水位情報等の
活用などが必要なダムは、河川管理者と共同で実施。

【都道府県管理河川】
・道府県管理435ダムのうち、避難行動に繋がるダムの放流情報の内
容や通知タイミングの改善、河川水位情報等の活用などが必要なダ
ムは、河川管理者と共同で実施。

－

新
２
②
⑬

新
２
②
⑬

新
２
②
⑬

－ ○ ○ －

2
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-11
・土砂災害警戒情報
を補足する情報の提
供

【砂防】
・29都道府県において、スネークラインを公表済。

【砂防】
・スネークラインの公表等の土砂災害警戒情報を補足する情報に関
する先進的な取組事例を協議会等の場を通じて都道府県に共有。

【砂防】
・既存システムの改修に合わせ、順次スネークラインの公表等を実
施。

－ － － － － － － －

緊-12
・避難計画作成の支
援ツールの充実

―
【国管理河川】
・109水系における計画規模の洪水浸水想定区域図を浸水ナビ（地点
別浸水シミュレーション検索システム）に実装。

【都道府県管理河川】
・県管理河川において、想定最大規模降雨に対応した洪水浸水想定
区域図について公表に合わせ、浸水ナビに順次実装。
・2020年度までに、約1500河川について実装。

済
２
②
③

済
２
②
③

済
２
②
③

済
２
②
③

○ ○ － －

緊-13

・隣接市町村におけ
る避難場所の設定
（広域避難体制の構
築）等

【国・都道府県管理河川共通】
・2016年4月に「水害ハザードマップ作成の手引き」を改定し、広域避
難に関する基本的な考え方を記載。

【国・都道府県管理河川共通】
・想定最大規模降雨に対応したハザードマップを作成した市町村にお
いて、広域避難を考慮した自治体を対象に、関係機関との調整内容
や協定等の実態調査を実施し、協議会等の場を通じて結果を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・各市町村において、水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経
路を検討し、当該市町村内の避難場所だけで避難者を収容できない
場合等においては、協議会等の場を活用して、隣接市町村等におけ
る避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実
施。
・また、必要となる避難場所、避難路の整備にあたっては、河川工事
等の発生土砂を有効活用するなど、連携による効率的な整備を実
施。
【国管理河川】
・2020年度までに隣接市町村等への広域避難体制を構築。
【都道府県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

済
２
②
⑤

済
２
②
⑤

済
２
②
⑤

済
２
②
⑤

－ － － －

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・要配慮者利用施設への説明会の開催。（2017年6月までに全47都
道府県で実施済み）
・2017年6月に「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引
き」を改訂、「要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する
避難確保計画作成の手引き」を作成するとともに、「水害・土砂災害
に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」を作
成。
・2017年8月に「土砂災害防止対策基本指針」を改訂。
・2017年8月に、避難確保計画の作成について、消防計画等の既存
の計画に追記等する場合の留意事項をとりまとめHPで公開。
・2017年8月に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者
等と連携して、岡山県、岩手県においてモデルとなる社会福祉施設を
選定し、「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例
集
（水害・土砂災害）」を作成。2018年3月に兵庫県のモデル施設におけ
る事例を追加し、第２版を作成。
・2018年9月に、内閣府、消防庁、厚生労働省、県、市、施設管理者
等と連携して、山梨県においてモデルとなる医療施設を選定し、避難
確保計画を作成し知見をとりまとめて公開するための第１回ワーク
ショップを開催。

【国・都道府県管理河川共通】
・2017年度に、要配慮者利用施設の施設管理者等を対象とした講習
会を通じて避難確保計画作成の促進を図る「講習会プロジェクト」を
立ち上げた。2017年度は三重県津市と連携して試行的に講習会を実
施し、2018年3月に市町村における講習会の実施あたって参考となる
「講習会の企画調整及び運営マニュアル」を作成。
・2018年に全国７市において講習会プロジェクトを実施。

－【国・都道府県管理河川、砂防共通+G22+I24

・要配慮者利用施設
における避難計画の
作成及び避難訓練
の実施

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・2021年度までに対象の要配慮者利用施設における避難確保計画
の作成・避難訓練を実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎
年、協議会等の場において進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題を把握し、計画作成の手引き
を改訂。
【国・都道府県管理河川共通】
・全国で講習会プロジェクトの取組を拡大。

変
２
③
⑨

[

■
要

]

変
２
③
⑨

[

■
要

]

変
２
③
⑫

[

■
要

]

変
２
③
⑫

[

■
要

]

－ ○ －緊-14
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

【国・都道府県管理河川共通】
・2015年7月に想定し得る最大規模の降雨に係る基準を告示。
【国管理河川】
・2017年6月までに全109水系において作成・公表済。
【都道府県管理河川】
・協議会等の場を活用して、今後5年間で実施する想定最大規模の
降雨による浸水想定区域図等の作成・公表の予定を検討し、「地域
の取組方針」に記載。
【下水道】
・2015年8月から、｢水防法等改正に伴う下水道雨水対策の推進に向
けた都市会議」を設置し、浸水により被害が深刻となる地下街等を有
する自治体の早期指定を促進。
・2016年４月に内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）を公表済。
【砂防】
・2015年1月に「土砂災害防止対策基本指針」を改訂
・各都道府県の実施目標及び進捗情報を公表
・土砂災害防止推進会議を設置し、先進的な取組事例を共有
・2018年12月に、基礎調査の推進及び速やかな指定を行うよう、都道
府県へ事務連絡「土砂災害防止法に基づく警戒避難体制の充実・強
化等について」を通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、ダム操作に関わる情報提供や住民周
知のあり方について課題のある箇所において対策を実施。
＜国管理＞2019年度までに約100ダムで実施。
＜都道府県管理＞2020年度までに約200ダムで実施。
【都道府県管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、想定最大規模の降
雨による浸水想定区域図が未作成の約150河川について、作成・公
表。
・毎年、協議会において、作成・公表実施状況を確認。
【下水道】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、内水浸水により人命
への影響が懸念される地下街を有する地区を有する約20地方公共
団体において、想定最大規模の降雨による浸水想定区域図の作成
を概ね完了。
【砂防】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2019年度末までに、土砂災害警戒区
域指定の前提となる基礎調査が未了の約40,000箇所について、基礎
調査を完了。

【海岸】
以下により、高潮浸水想定区域の指定に向けた取組を実施。
・「高潮浸水想定区域図作成の手引き」を策定。
・都道府県担当者との情報連絡会議の開催、海岸室・国総研担当者
による個別相談の実施、都道府県が行う検討委員会への委員等の
立場での参画等により、都道府県への助言を実施。
・緊急点検の結果を踏まえた通知等による早期指定の働きかけを実
施。

【海岸】
・都道府県担当者との情報連絡会議の開催、海岸室・国総研担当者
による個別相談の実施、都道府県が行う検討委員会への委員等の
立場での参画等により、都道府県への助言を実施。
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、未公表の海岸・都道
府県のうち、当面の公表の必要性が高い約30海岸・都道府県におい
て、公表を概ね完了。

緊-16
・ハザードマップの改
良、周知、活用

【国・都道府県管理河川共通】
・2016年4月に「水害ハザードマップ作成の手引き」を改定。
【国管理河川】
・2018年8～9月に、協議会等の場を活用し、「水害ハザードマップ作
成の手引き」及び関係市町村における周知のに関する取組状況を共
有。
【下水道】
・2015年8月から、｢水防法等改正に伴う下水道雨水対策の推進に向
けた都市会議」を設置し、浸水により被害が深刻となる地下街等を有
する自治体の作成等を促進。

【国・都道府県管理河川、砂防、海岸共通】
・協議会等の場を活用して、ハザードマップの作成状況等の重要イン
フラ緊急点検結果について、市町村に共有。
・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関す
る豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討。
【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害ハザードマップの作成、周知及び訓
練等への活用に関する優良事例を収集し、市町村に提供。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等を通じ、地方公共団体へ内
水ハザードマップの作成に関する助言を実施。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・ハザードマップ作成や住民説明等に関する市町村の取組に対して
専門家による支援を実施。
【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害ハザードマップの作成、周知及び訓
練等への活用に関する優良事例を収集して、適宜、「水害ハザード
マップ作成の手引き」を充実し、市町村に提供。
・市町村において、水害ハザードマップの訓練等への活用について検
討した上で実施。
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、想定最大規模に対
応したハザードマップが未作成の約800市町村について、作成・公
表。
【下水道】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、内水浸水により人命
への影響が懸念される地下街を有する地区を有する約20地方公共
団体において、想定最大規模の降雨による内水ハザードマップの作
成を概ね完了。
【砂防】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、土砂災害のおそれ
が高い市町村のうちで土砂災害ハザードマップを未作成の約250市
町村において、作成完了。
【海岸】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、最大クラスの津波・
高潮に備えて緊急の対応を要する約50市町村において、概ね作成完
了。

－ － － － － － － －

－ － － －
・浸水想定区域の早
期指定、浸水想定区
域図の作成・公表等

－緊-15 － －－

【国・都道府県管理河川共通】
・ダム下流部において浸水想定図の作成が必要なダムについては、
関係機関とダム下流部の浸水想定図作成範囲等について調整を実
施し、調整が整ったダムから順次、浸水想定図を作成。
【都道府県管理河川】
・2018年の緊急点検結果を「地域の取組方針」に反映。
・協議会等の場を活用して、作成・公表実施状況を確認。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等を通じ、地方公共団体へ浸
水想定区域の指定に関する助言を実施。
【砂防】
・強化等防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に基づき
基礎調査の早期完了を推進。
・各都道府県の実施目標及び進捗情報を公表。
・土砂災害防止推進会議等で先進的な取組事例を共有。

【海岸】
・都道府県担当者との情報連絡会議の開催、海岸室・国総研担当者
による個別相談の実施、都道府県が行う検討委員会への委員等の
立場での参画等により、都道府県への助言を実施。
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-17 ・浸水実績等の周知

【都道府県管理河川】
・2017年6月に都道府県に対し浸水実績等の把握・周知の方法、留意
点等についてまとめた説明資料を提供済。
・2017年度中に協議会の場等において各構成員が既に保有する浸
水実績等に関する情報を共有し、市町村において速やかに住民等に
周知。

【都道府県管理河川】
浸水実績等を用いた水害リスクの周知の取組について、事例集を作
成し、協議会等の場を活用し共有。

【都道府県管理河川】
・毎年、協議会等の場において、毎年、年度末等の状況を確認・共
有。

新
２
②
⑬

新
２
②
⑭

新
２
②
⑮

新
２
②
⑭

－ ○ － ○

緊-18

・ハザードマップポー
タルサイトにおける
水害リスク情報の充
実

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年6月に、ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマッ
プ」で全国109 水系の国管理河川における洪水浸水想定区域（想定
最大規模）を掲載。
・2018年10月に災害リスク情報のオープンデータ提供を開始。
・2018年12月に、「重ねるハザードマップ」で土地分類基本調査の5万
分1地形分類図を掲載。
・2018年12月に、「わがまちハザードマップ」のリンク先情報をCSV形
式で提供。

【国・都道府県管理河川等】
・国管理河川における計画規模の洪水浸水想定区域図を掲載。
・公表及び掲載用データの整備が完了した都道府県管理河川浸水想
定区域（想定最大規模）や高潮浸水想定区域を掲載。

【都道府県管理河川等】
・公表及び掲載用データの整備が完了した都道府県管理河川浸水想
定区域（想定最大規模）、高潮浸水想定区域、内水浸水想定区域等
を掲載。

済
２
②
⑥

済
２
②
⑥

済
２
②
⑥

済
２
②
⑥

－ － ○ －

緊-19
・災害リスクの現地
表示

【国・都道府県管理河川共通】
・2017年6月に「まるごと・まちごとハザードマップ実施の手引き」を改
定。
・2018年9月までに、まるごとまちごとハザードマップを181市区町村で
実施。
【砂防】
・2018年12月に、土砂災害区域等について現地に標識を設置する等
の取組を推進するよう、都道府県へ事務連絡「土砂災害防止法に基
づく警戒避難体制の充実・強化等について」を通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・まるごとまちごとハザードマップの実施の効果や有効性について、
協議会等の場を活用し共有。
【砂防】
・土砂災害防止推進会議等で先進的な取組事例を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・設置事例や利活用事例について共有を図り、現地表示の拡大を促
進。
【下水道】
・内水の浸水リスクについて、関係機関と連携し、まるごとまちごとハ
ザードマップの取組を推進。
【砂防】
・土砂災害防止推進会議等で先進的な取組事例を共有するととも
に、過去に災害があった市町村を中心に土砂災害警戒区域等の標
識設置を推進。

変
２
①
⑥

変
２
①
⑤

変
２
①
⑤

変
２
①
⑤

変 － － － －

緊-20 ・防災教育の促進

【国管理河川】
・2015年11月に、文部科学省と連携し、「国土交通省等と連携した防
災教育の取組について」、「防災・河川環境教育の充実に係る取組の
強化について」を作成済。
・2016年度より、教育関係者等と連携して、継続的に防災教育を実施
する学校（28校）を決定し、指導計画の作成等の支援を開始。
・2017年11月に、協議会等の場を活用した取組を推進するよう、文部
科学省と同日付で通知文を発出済。
・2018年3月に防災カードゲームや動画などの防災教育に関するコン
テンツを収録した防災教育ポータルを開設済。
・2018年6月に学校における水害避難訓練を支援するため、水災害
からの避難訓練ガイドブックを作成済。
・2018年9月に河川管理者向けに「学校教育を理解するためのスター
トブック」及び、学校関係者向けに「水と川学びのススメ」を作成済。
・避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施を促進。

【国・都道府県管理河川共通】
・文部科学省等との連名で都道府県学校担当者等宛てに「水防法又
は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律に基づく避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について」
に関する通知を発出。
・水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画におい
て要配慮者利用施設に定められた小学校、中学校に対して、避難確
保計画の作成、計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じた防災教
育の実施に努めるよう、協議会等による支援体制を構築。

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年出水期までに実施することが困難な学校に対しては、2019年
度中に避難確保計画を作成し、2020年度の年間計画に避難訓練及
び避難訓練を通じた防災教育の実施について定めるよう通知を発
出。また、協議会等による支援を行うとともに、先進的な事例につい
ては協議会等の場を活用し、共有。
・避難確保計画策定にあたっての課題を把握し、計画策定の手引き
を改訂。
・引き続き、国の支援により作成した指導計画等を、協議会の関連市
町村における全ての学校に共有。
【国管理河川】
・引き続き、国管理河川の全て協議会において、防災教育に関する
支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画等
の作成に着手。

変
２
①
②

変
２
①
①

変
２
①
①

変
２
①
①

○ ○ － ○

緊-21
・避難訓練への地域
住民の参加促進

―

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・関係機関が連携して実施する、自治体の避難情報、河川やダム等
の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練や、避難場所への
避難訓練について、これまでの実施状況や様々な工夫、今後の予定
を協議会等の場で共有。
【下水道】
住民参加型の避難訓練等の好事例を収集し、各自治体に共有。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・引き続き、関係機関が連携して実施する、自治体の避難情報、河川
やダム等の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練や、避難
場所への避難訓練について、実施状況や様々な工夫、今後の予定を
協議会等の場で共有。
【下水道】
住民参加型の避難訓練等の好事例を収集し各自治体に共有するな
ど、協議会等の場を通じて関係機関と連携して順次実施。

新
２
①
⑧

新
２
①
⑦

新
２
①
⑦

新
２
①
⑦

－ ○ ○ ○
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-22
・共助の仕組みの強
化

―

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年３月に、自主防災組織、福祉関係者、水防団、水防協力団体
等による避難時の声かけや避難誘導等の訓練を含む「2019年度「水
防月間の実施」」を通知。
・自主防災組織、福祉関係者、水防団、水防協力団体等による避難
時の声かけや避難誘導を含む訓練を実施。
・市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉部局についても、協議会
等への参加や防災部局から当該協議会等に関する情報提供を受け
るなどにより情報共有を実施。
・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や避難訓練のお知ら
せ等の防災関連のパンフレット等を設置。
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成も推進するとともに、地
域と連携した避難確保の具体的な取組について事例を収集。
・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関す
る豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討。

【国管理河川】
・協議会毎に地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した水害
からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実施およびそ
の状況を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、避難時の声かけや避難誘導等の訓練及
び出水時における実際の事例の情報を共有し、より充実した取組を
検討・調整。
・要配慮者利用施設の避難における、地域との連携事例を引き続き
収集するとともに、収集した事例を分析し、結果をとりまとめて公表。
・地区防災計画の作成や地域の防災リーダー育成に関する市町村の
取組に対して専門家による支援を実施。

【国管理河川】
・引き続き、地域包括支援センターにハザードマップの掲示や避難訓
練のお知らせ等の防災関連のパンフレット等を設置。協議会毎に地
域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した水害からの高齢者の
避難行動の理解促進に向けた取組の実施およびその状況を共有。

変
２
①
⑦

変
２
①
⑥

変
２
①
⑥

変
２
①
⑥

－ ○ ○ ○

緊-23
・住民一人一人の避
難計画・情報マップ
の作成促進

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関す
る
豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討。

【国・都道府県管理河川共通】
・モデル地区の結果を踏まえ、2020年度までに市町村向けの実施要
領等を作成するとともに全国展開の方策について検討。

新
２
①
⑨

新
２
①
⑧

新
２
①
⑧

新
２
①
⑧

○ ○ ○ ○

緊-24
・地域防災力の向上
のための人材育成

―
【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル地区を選定し、地域に精通し水害・土砂災害リスク等に関す
る豊富な知見を有する専門家による支援方法について検討。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・市町村等の取組を支援する専門家のリストを作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共有。

変
２
①
②

変
２
①
①

変
２
①
②

変
２
①
①

○ ○ ○ ○
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

【国管理河川】
・ 水害リスクラインに基づく水位予測及び洪水予報を実施。
・ 洪水の最高水位やその到達時間の情報提供など、洪水予報の高
度化を推進。
・国及び水機構管理123ダムのうち、ダム放流警報等の耐水化や改
良等が必要な施設については、2020年度までに対策を完了。
【都道府県管理河川】
・道府県管理435ダムのうち、ダム放流警報等の耐水化や改良等が
必要な施設については、関係機関との調整を実施し、調整が整った
ダムから順次、対策を実施。
【下水道】
・2020年度までに、内水浸水により人命への影響が懸念される地下
街を有する地区を有する約20地方公共団体において、水位周知下水
道の指定を検討し、相当な損害を生ずるおそれがある地区につい
て、順次指定。
【海岸】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、海岸管理上重要な
施設で欠測防止等の対策がとられていない施設のうち、早期に対策
が必要な約30施設について、欠測防止対策やリアルタイム化のため
の対策を完了。
＜危機管理型水位計＞
【都道府県管理河川】
・協議会等の場を活用して、危機管理型水位計配置計画を検討・調
整し、順次整備を実施。協議会の場等を活用して、配置状況を確認。
（2017年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに約5800箇所に設置）

＜河川監視カメラ（既存）の監視機能の強化＞
【国管理河川】
72時間以上非常用電源が確保されていない特に重要な既存河川監
視カメラ（公開、夜間監視が可能）の対策を順次実施。（2018年の緊
急点検を踏まえ、2020年度までに約500箇所設置）
＜河川監視用カメラ＞
【国、都道府県管理河川共通】
・リアリティーのある河川の状況を住民一人一人に伝達するため、簡
易型河川監視カメラ等を活用し、画像・映像によるリアリティーのある
災害情報の積極的な配信。
【国管理河川】
・河川監視用カメラ配置計画を検討・調整し、順次整備を実施。（2018
年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに約1,700箇所設置）
【都道府県管理河川】
・協議会等の場を活用して、河川監視用カメラ配置計画を検討・調整
し、順次整備を実施。（2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに
約2,000箇所設置）

緊-26

・決壊までの時間を
少しでも引き延ばす
堤防構造の工夫（危
機管理型ハード対
策）

【国管理河川】
・氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観
点から堤防整備に至らない国管理河川区間で約871km実施。

―

【国・都道府県管理河川共通】
2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、高齢者が特に多い地
域等において、危機管理型ハード対策等を概成。
＜国管理河川＞約30河川
＜都道府県管理河川等＞約130河川

済
１
－
⑦
⑧

[

■

危

]

済
１
－
⑨
⑩

[

■

危

]

済
１
－
⑧
⑨

[

■

危

]

済
１
－
⑧
⑨

[

■

危

] － ○ － －

緊-27
・避難路、避難場所
の安全対策の強化

―
【砂防】
・特に緊急性の高い箇所において土砂災害のおそれの周知などの取
り組みを順次着手。

【砂防】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、土砂災害により避難
所・避難路の被災する危険性が高い箇所のうち緊急性の高い約620
箇所において、円滑な避難を確保する砂防堰堤の整備等の対策を概
ね完了。

－ － － － － － － －

○○ －

変
１
－
⑬

[

■
避

]

変
１
－
⑫
■
避

]

変
１
－
⑫

[

■
避

]

変
１
－
⑪

[

■
避

]

－緊-25
・洪水予測や水位情
報の提供の強化

【国管理河川】
・2018年7月から、荒川水系（関東）、山国川水系、川内川水系の3水
系において、水害リスクラインによる関係市町村への水位情報提供
の試行を開始。
【下水道】
・2015年8月から、｢水防法等改正に伴う下水道雨水対策の推進に向
けた都市会議」（地下街を有する自治体で構成）を設置し、今後の水
位周知下水道の指定に向けた検討等を実施中。
・2016年4月に水位周知下水道制度に関する技術資料（案）を公表
済。
＜危機管理型水位計＞
【国管理河川】
・2017年の緊急点検を踏まえ、約770箇所で設置済。
【都道府県管理河川】
・2017年の緊急点検を踏まえ、約500箇所で設置済。
＜河川監視用カメラ＞
【国管理河川】
・2015年関東・東北豪雨を受けて、国管理河川において、河川監視用
カメラ配置計画を見直し、洪水に対してリスクが高い全ての区間(※)
に設置完了。
（※）2016年1月時点

【国・都道府県管理河川共通】
・ダム放流警報設備等の耐水化や改良等が必要な施設については、
関係機関との調整を実施し、調整が整ったダムから順次、対策を実
施。
【国管理河川】
・ 109水系全ての一級水系において、水害リスクラインによる一般へ
の水位情報提供を開始。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等を通じ、地方公共団体へ水
位周知下水道の指定に関する助言を実施。
＜危機管理型水位計＞
【国管理河川】
・危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施。協議会
等の場を活用して、配置状況を確認。（2017年の緊急点検を踏まえ
2018年度までに約3000箇所に設置）
＜河川監視用カメラ＞
[国・都道府県管理河川共通]
・国において河川監視用カメラ画像の確実な提供体制を確保するた
め、設置目的に応じた河川監視用カメラの開発を完了。
＜水文観測所の停電対策＞
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度までに、浸水や停電により連
続的な観測・監視ができなくなる恐れのある水文観測所において、浸
水・停電を実施。
【国管理河川】約300箇所
【都道府県管理河川】約800箇所

7
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-28
・応急的な退避場所
の確保

―

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、応急的な退避場所の必要性について検討
に着手。
・新たに市町村が退避場所の整備等を行う場合には、３か年緊急対
策で発生する建設発生土を活用するなど、効率的な整備について検
討・調整。

【国・都道府県管理河川共通】
・安全な避難場所への避難が困難な地域や住民が逃げ遅れた場合
の緊急的な避難先を確保する必要のある地域において退避場所の
整備。
・洪水ハザードマップに記載されている民間施設等を活用した緊急的
な避難先の事例を収集し、調整内容や協定の締結方法等について
協議会の場等を通じて情報提供。

新
１
－
⑫

[

■
避

]

新
１
－
⑭

[

■
避

]

新
１
－
⑬

[
■
避

]

新
１
－
⑬

[

■
避

]

○ ○ － ○

緊-29
・河川防災ステー
ションの整備

【国管理河川】
・2018年3月までに河川防災ステーションを58水系72河川97箇所整
備。
【都道府県管理河川】
・2018年3月までに河川防災ステーションを27水系38河川39箇所整
備。

―

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、河川防災ステーションの整備を進めると
ともに、関係機関と情報を共有し市町村等の円滑な水防活動等、活
用方策を検討・調整。

－ － － － － － － －

（3）被害軽減の取組

①水防体制に関する事項

緊-30
・重要水防箇所の見
直し及び水防資機
材の確認

【国・都道府県管理河川共通】
・重要水防箇所の周知徹底及び水防資機材の点検、整備などを含む
「水防月間の実施」を毎年度出水期前に通知。
【国管理河川】
・2015年10月に、各地方整備局へ重要水防箇所の点検・見直しなど
を含む「平成27年9月関東・東北豪雨を受けた「避難を促す緊急行
動」の実施について」を通知済。

【国・都道府県管理河川共通】
・重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動に
関わる関係者（水防活動に係る建設業者を含む）が共同して点検を
実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理
者と水防活動に関わる関係者（水防活動に係る建設業者を含む）が
共同して点検を実施。

済
２
③
②

[

■
水

]

済
２
③
②

[

■
水

]

済
２
③
②

[

■
水

]

済
２
③
②

[

■
水

]

－ － － －

緊-31
・水防に関する広報
の充実（水防団員確
保に係る取組）

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年5月（北海道は6月）に、水防活動に関する住民等の理解を深め
る目的を含む水防月間を実施。
・毎年2月、水防団員の意識啓発のため、水防功労者表彰を実施済。
・2017年10月より、国土交通省の災害情報に水防団の活動状況を掲
載するとともに、把握したすべての水防活動の一覧、代表事例を国土
交通省のホームページに掲載し、水防活動をPR。
・2018年4月に、水防月間の記者発表を行うとともに、水防団員募集
を
PRしたポスター、リーフレットを作成し配布。また、政府広報において
水防に関する広報を実施。
・2018年8月に、「水防活動の広報マニュアル」を作成し、関係機関へ
周知済。

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年2月に水防団員の意識啓発のため、水防功労者大臣表彰に
ついて実施。
・2019年5月（北海道は6月）に、水防活動に関する住民等の理解を深
める目的を含む水防月間について、近年の水害を踏まえ実施内容を
検討・調整し実施。
・水防月間の記者発表を行うとともに、水防団員募集をPRしたポス
ター、リーフレットを作成し配布。また、政府広報において水防に関す
る広報について、近年の水害を踏まえ内容を検討・調整し実施。
・水防団員確保の取組を含む水防に関する情報を一元的に扱う「水
防ポータル」の運用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、水防団員の募集、自主防災組織、企業
等の参画を促すための具体的な広報の進め方について検討の上、
順次実施するとともに、必要に応じて本省としても水防団員募集に係
る広報を実施。

済
２
③
④

[

■
水

]

済
２
③
④

[

■
水

]

済
２
③
④

[

■
水

]

済
２
③
④

[

■
水

]

－ － － －

緊-32 ・水防訓練の充実

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、水防団等の技術力向上のため、水防訓練を実施。
・2018年3月に、昨年の法改正を踏まえ、要配慮者利用施設の避難
訓練や地域の建設業者と連携した訓練の実施などの訓練の充実を
含む 2018年度「水防月間の実施」を通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・水防団等の技術力向上のため、水防訓練を近年の水害を踏まえ実
施内容を検討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練とな
るよう、訓練内容について近年の水害を踏まえ検討、調整をして実
施。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水
防訓練となるよう、必要に応じて訓練内容の検討、調整をし改善を図
りつつ実施。

済
２
③
③

[

■
水

]

済
２
③
③

[

■
水

]

済
２
③
③

[

■
水

]

済
２
③
③

[

■
水

]

－ － － －

緊-33
・水防関係者間での
連携、協力に関する
検討

【国・都道府県管理河川共通】
・2017年8月に、「民間事業者の水防活動への参画の促進について」
を通知済。
・2018年2月に「今出水期における水防活動等の振り返りについて」を
通知し、関係者間で連携・協力した水防活動の検討を実施済。
・2018年3月に、河川管理者との連携強化、水防協力団体の指定促
進及び民間事業者の水防への参画の促進を含む2018年度「水防月
間の実施」を通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・出水期における水防活動等を関係者間で振り返り、改善点の確認
及び対応策の検討を実施するよう通知し、2019年2月までに結果を集
約。
・2019年3月に、河川管理者との連携強化、水防協力団体の指定促
進及び民間事業者の水防への参画の促進を含む2019年度「水防月
間の実施」を、近年の水害を踏まえ内容を検討・調整した上で通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効率的
な水防活動が実施できるよう、必要に応じて関係者の協力内容等に
ついて検討・調整し改善を図る。

今
後
検
討

今
後
検
討

今
後
検
討

今
後
検
討

－ － － －

8
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

②多様な主体による被害軽減対策に関する事項

緊-34

・市町村庁舎や災害
拠点病院等の施設
関係者への情報伝
達の充実

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制・方法について検討。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠
点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の
情報伝達体制・方法について検討。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎
や災害拠点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する
洪水時の情報伝達体制・方法について検討。

新
２
②
⑭

新
２
②
⑮

新
２
②
⑮

新
２
②
⑮

○ ○ － ○

緊-35

・市町村庁舎や災害
拠点病院等の機能
確保のための対策
の充実（耐水化、非
常用発電等の整備）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠
点病院等の機能確保に関する情報や耐水化・非常用電源等の必要
な対策の実施状況・今後の予定に関する情報を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠
点病院等の機能確保に関する情報を共有。また、耐水化、非常用電
源等の必要な対策については各施設管理者において順次実施し、対
策の実施状況については協議会で共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想定区域内の市町村庁舎
や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有。また、耐水化、
非常用電源等の必要な対策については各施設管理者において順次
実施。対策の実施状況については協議会で共有。

新
１
－
⑬

[
■
避

]

新
１
－
⑮

[

■
避

]

新
１
－
⑭

[

■
避

]

新
１
－
⑭

[

■
避

]

○ ○ － ○

緊-36
・早期復興を支援す
る事前の準備

【国・都道府県管理河川共通】
・民間企業が水害対応版ＢＣＰ策定の参考にできるよう「浸水被害防
止に向けた取組事例集」を作成・公表。

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度までに、開発したドローンを
配備。
＜全天候型ドローン＞約30台
＜陸上・水中レーザードローン＞約10台             等

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、堤防決壊が発生し
た場合に湛水深が深く、特に多数の人命被害等が生じる恐れのある
区間において、堤防強化対策等を慨成。
＜国管理河川＞約70河川
＜都道府県管理河川等＞約50河川
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、氾濫による危険性が
特に高い等の区間において、樹木・堆積土砂等に起因した氾濫の危
険性を概ね解消。
＜国管理河川＞約140河川
＜都道府県管理河川等＞約2,200河川
・2018の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、近年、浸水実績があ
り、病院、市役所など生命や防災上重要な施設の浸水が想定される
約200地方公共団体及び約100河川において、近年の主要降雨等に
よる重要施設の浸水被害を防止軽減するため、雨水排水施設の整
備や河川改修等の対策を概ね完了。
・民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を促進するため「水害対応版
ＢＣＰ策定の手引き（仮）」を作成・公表。    等

新
２
③
⑭

[

■
要

]

新
２
③
⑪

[

■
要

]

新
２
③
⑪

[

■
要

]

新
２
③
⑭

[

■
要

]

○ ○ － ○

（4）氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

緊-37
・排水施設、排水資
機材の運用方法の
改善

【国管理河川】
・排水ポンプ車等の施設・機材の運用方法等を記載した排水作業準
備計画を作成するにあたっての留意点等を2017年度にとりまとめた。

【国管理河川】
・各水系で作成済みの排水作業準備計画の代表的な事例について、
協議会等の場において共有。
【都道府県管理河川】
・国管理河川において作成済みの排水作業準備計画の代表的な事
例について、協議会の場等において共有。

【国管理河川】
・2020年度までに、長期にわたり浸水が継続する地域などにおいて、
排水作業準備計画を作成。
【都道府県管理河川】
・国管理河川における先行事例の周知など技術的な支援を実施。

済
2
③
⑦

－ －

済
2
③
⑦

－ － － －

緊-38
・排水設備の耐水性
の強化

―
【下水道・国管理河川】
・浸水による機能停止リスクが高い箇所において、リスク低減策の検
討や復旧資材の確保に着手。

【下水道・国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、浸水による機能停止
リスクが高い下水道施設約70箇所（水密扉の設置等約10箇所）、河
川の排水機場約20箇所について、排水機能停止リスク低減策を概ね
完了。

－ － － － － － － －

緊-39
・浸水被害軽減地区
の指定

【国・都道府県管理河川共通】
・浸水エリアの拡大を抑制する効用があると認められる土地の有無
について把握。
・水防管理者が浸水被害軽減地区を指定する際の参考となるよう、
氾濫シミュレーション結果や地形情報等の提供を順次実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・水防管理者へ氾濫シミュレーション結果や地形情報等が未提供の
地域について、これらの情報を提供。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽減地
区の指定については、協議会等の場を活用して指定の予定や指定
にあたっての課題を水防管理者間等で共有し、連携して指定。

－ － － － － － － －

緊-40
・庁舎等の防災拠点
の強化

―
【国管理河川・砂防】
・防災業務計画に定められた停電対策が未対応の河川関係事務所9
庁舎、砂防関係出張所4庁舎について、対策を実施。

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2019年度までに全国の災害活動拠点
施設となる事務所及び事務所をつなぐ重要な通信中継施設（10地方
整備局等）の停電対策、通信機器の整備が不足している事務所へ災
害対策用通信機器の増強等を2019年に実施。

新
１
－
⑬

[

■
避

]

新
１
－
⑮

[

■
避

]

新
１
－
⑭

[

■
避

]

新
１
－
⑭

[

■
避

]

○ ○ － ○

9
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

（5）防災施設の整備等

緊-41
・堤防等河川管理施
設の整備（洪水氾濫
を未然に防ぐ対策）

【国管理河川】
・平成27年関東・東北豪雨を受けて定めた「洪水氾濫を未然に防ぐ対
策」約1,200kmの内、2018年3月までに約281km実施。
【都道府県管理河川】
・平成29年の中小河川緊急治水対策プロジェクトで定めた「再度の氾
濫防止対策」約400河川の内、2018年9月までに約270河川で現地着
手済。

―

【国管理河川】
・2020年度までに優先的に整備が必要な区間約1,200kmを整備。
【都道府県管理河川】
・2017年の緊急点検を踏まえ、2020年度を目途に再度の氾濫防止対
策約300kmで実施。

済
１
－
－

[

■
洪

]

済
１
－
－

[

■
洪

]

済
１
－
－

[
■
洪

]

済
１
－
－

[

■
洪

]

－ － － －

緊-42
・本川と支川の合流
部等の対策

―

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、堤防決壊が発生した場合に湛水深が深く、
特に多数の人命被害等が生じる恐れのある区間についてリスク情報
等を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、堤防決壊が発生し
た場合に湛水深が深く、特に多数の人命被害等が生じる恐れのある
区間において、堤防強化対策等を慨成。
＜国管理河川＞約70河川
＜都道府県管理河川等＞約50河川

新
１
－
④

[

■
洪

]
新
１
－
⑥

[

■
洪

]

新
１
－
⑤

[

■
洪

]

新
１
－
④

[

■
洪

]

－ ○ － －

緊-43
・多数の家屋や重要
施設等の保全対策

―

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、氾濫による危険性が特に高い等の区間に
ついてリスク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設発生土・伐採木の処理・活用
方法、対策後の継続的な維持管理のあり方について検討・調整。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、氾濫による危険性が
特に高い等の区間において、樹木・堆積土砂等に起因した氾濫の危
険性を概ね解消。
＜国管理河川＞約140河川
＜都道府県管理河川等＞約2,200河川
・関係者が連携して、対策後における継続的な維持管理が可能な体
制を構築。

新
１
－
⑤

[

■
洪

]

新
１
－
⑦

[

■
洪

]

新
１
－
⑥

[

■
洪

]

新
１
－
⑤

[

■
洪

]

○ ○ － －

緊-44
・流木や土砂の影響
への対策

【砂防】
・2017年の緊急点検を踏まえ、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂
防堰堤等を約500河川のうち、約5割で現地着手。

【砂防】
・多数の家屋や重要な施設の土砂・流木の流出による被害を防止す
るための透過型砂防堰堤等の整備を実施。

【砂防】
・2017年の緊急点検を踏まえ、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂
防堰堤等を2020年度までに約500河川で整備。

－ － －

新
１
－
⑥

[

■
洪

]

－ ○ － －

緊-45
・土砂・洪水氾濫へ
の対策

―

【砂防・都道府県管理河川】
・協議会の場等において、土砂・洪水氾濫により被災する危険性が高
い箇所のうち緊急性が高い箇所について情報を共有。
・砂防堰堤、遊砂地等の整備と河川改修等が連携した効率的な対策
を実施すべき箇所について検討・調整。

【砂防】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに土砂・洪水氾濫により
被災する危険性が高い箇所のうち緊急性の高い約410箇所（砂防）・
約20河川（河川）において人命への著しい被害の防止する砂防堰
堤、遊砂地等の整備や河道断面の拡大等の対策を概ね完了。

新
１
－
⑥

[

■
洪

]

新
１
－
⑧

[

■
洪

]

新
１
－
⑦

[

■
洪

]

新
１
－
⑦

[

■
洪

]

－ ○ － －

緊-46
・ダム等の洪水調節
機能の向上・確保

【国・都道府県管理河川共通】
・既設ダムのかさ上げや放流能力の増強等の施設改良によるダム再
生を全国52ダムで実施（完成31ダム、実施中21ダム）。
・2018年度より、3事業に新たに着手。
・2017年6月に「ダム再生」をより一層推進する方策を示す「ダム再生
ビジョン」を作成済。
・2018年3月にダム再生の手続きや技術上の留意点等について、現
時点の知見をとりまとめた「ダム再生ガイドライン」を作成済。
・都道府県が実施するダム再生の計画策定を支援する「ダム再生計
画策定事業」を2018年度に創設。
【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」については、2017年度に実施した総点検結果
を踏まえて関係機関等と調整を行い、調整が整った一部のダムで運
用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・浚渫等によって発生する建設発生土の処理・活用方法、対策後の
継続的な維持管理のあり方について検討・調整。

【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」については、関係機関等と調整を行い、調整
が整ったダムから順次運用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、人命を守るため、ダ
ムの洪水調節機能を維持・確保するための緊急的・集中的な対策が
必要な箇所において、緊急的・集中的に対策を実施し概成。
＜国管理＞約20ダム
＜県管理＞約10ダム
・「ダム再生ビジョン」及び「ダム再生ガイドライン」を踏まえ、既設ダム
のかさ上げや放流能力の増強等の施設改良によるダム再生事業を
はじめ、ダム再生の取組をより一層推進。
【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」の更なる運用に向けて、国及び水機構管理
123ダムで関係機関等と調整や検討を引き続き行い、調整が整った
ダムから順次運用を開始。
・水系ごとの治水上・利水上の課題の検討や、ダムの施設改良の候
補箇所の全国的な調査、具体的な箇所でのダム施設改良の実施に
向けた諸元等の検討を行うなど、施設改良によるダム再生を推進す
る調査を推進。
・ダムの洪水調節機能を十分に発揮させるため、流下能力の不足に
よりダムからの放流の制約となっている区間の河川改修を推進。

新
２
③
⑩

[

■
水

]

新
２
③
⑦

[

■
水

]

新
２
③
⑦

[

■
水

]

新
２
③
⑩

[

■
水

]

○ ○ ○ －
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2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

【国管理河川（高規格堤防実施区間）】
・沿川の地方公共団体や民間事業者等との情報交換を十分に行い、
高規格堤防の整備との共同事業を積極的に地方公共団体や民間事
業者等に提案する取組を実施し、新規着工に向けた調整・検討。
【下水道・国・都道府県管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、近年、浸水実績があ
り、病院、市役所など生命や防災上重要な施設の浸水が想定される
約200地方公共団体及び約100河川において、近年の主要降雨等に
よる重要施設の浸水被害を防止軽減するため、雨水排水施設の整
備や河川改修等の対策を概ね完了。
・予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効果的な内水排除方策を
関係機関で連携して検討し、順次実施。
【下水道】
・2020年度までに、各下水道管理者において、水害時におけるBCP
の作成を実施。
・浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病院、上下水道等の施設に
ついて、各施設管理者が実施する浸水被害の防止軽減策の支援を
推進。
【砂防】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに土砂災害によりインフ
ラ・ライフラインの被災する危険性が高い箇所のうち緊急性の高い約
320箇所において、インフラ・ライフラインへの著しい被害を防止する
砂防堰堤の整備等の対策を概ね完了。

【海岸】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、ゼロメートル地帯ま
たは重要な背後地を抱える海岸のうち、堤防等の高さまたは消波機
能等が不足し、早期に対策の効果をあげられる緊急性の高い約130
箇所において、堤防高を確保するための対策や消波施設の整備等を
実施。

緊-48
・樋門・樋管等の施
設の確実な運用体
制の確保

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操作化等の推進＞
【国・都道府県管理河川共通】
・南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の大規模地震が想定されて
いる地域等を対象に、水門等の自動化・遠隔操作化を実施。
【国管理河川】
・2017年3月に「樋門・樋管ゲート形式検討の手引き」（案）を作成。
＜操作の確実性向上に向けた操作規則案の改正＞
・2018年4月に「河川管理施設の操作規則の作成基準の改正につい
て」を作成。

―

＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操作化等の推進＞
【国・都道府県管理河川共通】
・津波浸水リスクの高い地域等において、水門等の自動化・遠隔操作
化を順次実施。
【国管理河川】
・フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順
次整備を実施。
【都道府県管理河川】
・国と都道府県が参加する技術研究会等において、国の無動力化の
取組について情報提供し、都道府県河川における無動力化の推進に
資する技術的助言を実施。
＜確実な施設の運用体制確保＞
【国管理河川】
・市町村以外で操作委託が可能な団体について検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度までに、大規模停電が発生
し、ダム等への電力供給が停止した場合に備えるため、予備発電機
の運転可能時間延伸等の緊急対策を実施。
【国管理河川】約30ダム、排水機場等  約30台
【海岸】予備発電機の設置等  約20施設

新
１
－
⑮

[

■
避

]

新
１
－
⑰

[

■
避

]

新
１
－
⑯

[

■
避

]

新
１
－
⑯

[

■
避

]

○ ○ － －

緊-47

新
１
－
⑮

[

■
避

]

【下水道】
・2017年度末までに、ほぼ全ての下水道管理者でBCPを策定済み。
・2017年9月に下水道BCP策定マニュアル2017年版（地震・津波編）を
改定し、ブラッシュアップを推進。
・2018年3月末時点における都市浸水対策達成率は約58％。

【国管理河川（高規格堤防実施区間）】
・沿川の地方公共団体や民間事業者に対して、新たに創設した地権
者向けの税制や、民間事業者による川裏法面敷地の一体的な活用
について周知を行うとともに、高規格堤防の整備の推進に向けた調
整・検討。
【下水道・国・都道府県管理河川】
・河川・下水道の各主体が連携して実施すべき対策について検討・調
整。
【下水道】
・水害版のBCP策定マニュアルの作成に着手し、点検項目等を整理
し情報提供。
・浸水対策に関する取組の好事例を収集し地方公共団体へ情報提
供するとともに、都道府県が行う講習会等を通じ、地方公共団体への
助言を実施。

・重要インフラの機
能確保

－ ○ － －

新
１
－
⑭

[

■
避

]

新
１
－
⑯

[

■
避

]

新
１
－
⑮

[

■
避

]

11

19/113



2020年6月更新

赤字部分：今回改定予定箇所。主な取組機関は赤字部分に関係する機関

これまでの取組（2018年12月まで） 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等
常願寺

川
神通川 庄川

小矢部
川

国 県
気象
台

市町
村

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

緊急行動計画を踏まえた新たな取組

取組方針での記載位置 主体的な機関

実施する施策

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（H31.1.29）の取組方針への反映状況緊
急
行
動
計
画
N
o

緊-49
・河川管理の高度化
の検討

【国管理河川】
・2017年4月、河川管理及び災害対応の高度化に向けた革新的河川
管理プロジェクト（※1）での陸上・水中ドローン（※2）および全天候型
ドロー ン（※3）を開発。全天候型については製品化済。
＜河川管理における三次元測量の推進＞
・ALBによる河川定期縦横断測量の実施を試行
＜民間が有する力の活用＞
・2018年12月に「官民連携による堆積土砂の掘削及び河道内樹木の
伐採の推進について」を通知。

（※1）IT、航空測量技術等の最新技術をオープン・イノベーションの手
法によりスピード感をもって河川管理への実装化を図り、河川管理及
び災害対応の高度化を図るプロジェクト
（※2）陸上・水中を上空からレーザーで測量するドローン
（※3）降雨・強風時でも飛行し、情報を収集するドローン

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度までに、開発したドローンを
配備。
＜全天候型ドローン＞約30台
＜陸上・水中レーザードローン＞約10台

【都道府県河川】
・開発したドローンについて国から都道府県へ情報提供。

新
２
３
⑪

[

■
水

]

新
２
３
⑧

[
■
水

]

新
２
３
⑧

[

■
水

]
新
２
３
⑪

[

■
水

]

○ ○ － －

（6）減災・防災に関する国の支援

緊-50

・水防災社会再構
築に係る地方公共
団体への財政的支
援

【都道府県管理河川】
・2018年度防災・安全交付金において、中小河川の緊急点検に基づ
く再度の氾濫防止対策について重点配分を実施。

【共通】
・計画的・集中的な事前防災対策を推進するため、地方公共団体が
実施する「他事業と連携した対策」「抜本的対策（大規模事業）」を支
援する個別補助事業を創設。

【共通】
・防災・安全交付金及び個別補助事業により、水防災意識社会再構
築の取組を支援。

－ － － － － － － －

緊-51

・代行制度による都
道府県に対する技
術支援

【都道府県管理河川】
・2017年に代行制度を創設。
・2017年7月九州北部豪雨で被災した河川について、権限代行制度
により国が緊急的な河道の確保を実施するとともに、2017年12月に
本格的な復旧についても着手済。

―

【都道府県管理河川】
・ダムの再開発や災害復旧事業等のうち、高度な技術力等が必要な
工事について、都道府県から要請があった場合に国・水資源機構が
代行して実施。

－ － － － － － － －

緊-52
・適切な土地利用
の促進

【国・都道府県管理河川共通】
・浸水ナビ、ハザードマップポータルサイト等により、浸水想定区域等
の水害リスク情報を公表。

【国管理河川】
・立地適正化計画の作成を検討している市町村のまちづくり部局に対
し、直接水害リスク情報を説明。
・不動産関連事業者に対し、水害リスク情報等に係る施策の最新情
報を説明。

【国・都道府県管理河川共通】
・不動産関係業界と連携して、不動産関係団体の研修会等の場にお
いて、水害リスクに関する情報の解説を実施。

【国管理河川】
・国管理河川における計画規模の洪水浸水想定区域図について浸
水ナビで実装。

【国・都道府県管理河川共通】
・浸水想定区域内の全ての市町村のまちづくり担当部局等に対し、水
害リスク情報を提供。
・国において、災害危険区域を適切に指定促進するため、関係部局と
連携して災害危険区域指定等に係る事例集を作成し地方公共団体
へ周知。
・不動産関連事業者に対し、引き続き、研修会等で水害リスク情報等
に係る施策の最新情報を説明。

変
２
②
③

変
２
②
③

変
２
②
③

変
２
②
③

○ － － ○

緊-53
・災害時及び災害
復旧に対する支援

【国・都道府県管理河川共通】
・大規模地震や大規模水害に対しTEC-FORCEを派遣し、排水ポンプ
車による緊急排水、被災状況調査等の被災地支援を実施済。
・国土交通大学校、地方整備局が実施する研修等における地方公共
団体職員受け入れ枠を拡大。
・国、都道府県等の関係者が一体となった実動訓練等を実施済。
・「災害復旧・改良復旧事業におけるICTの活用について（事例集）
ver2」及び「TEC-FORCEによる被災状況調査におけるICTの活用促
進と最近の活用事例」等を作成し、各地整や都道府県等に対し周知
済。

―

【国・都道府県管理河川共通】
・災害対応のノウハウを技術移転するため、初動対応から復旧に至
るまで総合的にマネジメントできる人材育成プログラムの充実に引き
続き取り組み、これに基づき研修・訓練等を全地方整備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援充実に加え、地方公共団体間の
相互支援を促し、災害対応力の向上を図るため、災害発生時に各地
方整備局等から被災状況やTEC-FORCEによる支援活動を被災地以
外の地方公共団体にも情報提供を充実。

－ － － － － － － －

緊-54

・災害情報の地方
公共団体との共有
体制強化

【国管理河川】
・2015年9月から、DiMAPS（統合災害情報システム）の運用を開始。
・DiMAPSの利用促進に向け、全都道府県に対する説明を実施し、都
道府県と災害情報共有を強化。

―
【国管理河川】
・引き続き、DiMAPSの利用促進に向け、全都道府県に対する説明を
実施し、都道府県と災害情報共有を強化。

－ － － － － － － －

その他、『大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～』（2015年12月、社会資本整備審議会答申）、『中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について』（2017年1月、社会資本整備審議会答申）及び『大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について』（2018年12月、社会資本審議会答
申）を受け、進めている調査研究等の取組（「堤防の連続的な高さについての調査の実施」、「水防活動の効率性の向上」、「リアルタイムで浸水区域を把握する技術の開発」、「中小河川における洪水予測技術の開発」、「ダムへの流入量の予測精度の向上」、「水害リスクの把握に関する調査研究」、「近年の降雨状況の計画への適切な反映」、「複合的な災害に関係機関が連携して対応する仕
組み」、「気候変動によるリスク変化の解明」、「様々な水災害の発生メカニズムの解明」、「各種災害リスクの統一的な評価手法の開発」、「豪雨等による社会経済被害の把握」、「顕在化している気候変動の影響を踏まえた対策」、「洪水予測精度の向上」、「降雨予測を活用したダム操作の高度化」、「土砂災害警戒情報及び補足情報の高度化」及び「住民避難に資する情報提供」）については、
長期的な視点や最新の知見等を踏まえ、継続的に進めていくこととしている。
※「大規模氾濫減災協議会」及び「都道府県大規模氾濫減災協議会」については、「協議会」と表記している。 12
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○庄川タイムラインタイムライン【試行版】２０２０年（仮称）

機関名 部署名 TL No※ 区分 主な防災行動 防災行動の詳細 現状 意見 対応

富山市 河川課 48 体制
体制の構築

・確認
・休校の判断、体制の確認等 ◎ 削除 更新

― 避難 広域避難
・避難所開設の決定・開設準
備

◎ 更新

147 避難 広域避難 ・災害対策本部室設置 ◎ 更新

72 水防 パトロール ・CCTVによる監視強化 ◎ 削除 更新

追29 交通 情報配信
・列車の運行状況を周知（以
降、継続）

○ 削除 更新

追43 体制 派遣要請 ・リエゾンの派遣要請 ◎

備考に次を追記。
氾濫危険水位・流量を超過
する見込みをホットラインで
確認した場合

更新

114 情報 情報収集
・氾濫想定に関する情報提供
の要請

◎

備考に次を追記。
氾濫危険水位・流量を超過
する見込みをホットラインで
確認した場合

更新

128 交通 情報配信
・ＩＣ閉鎖時は関係機関へ通
行止め情報を提供（以降、継
続）

○ 削除 更新

155 情報 情報配信
・河川氾濫の恐れ（洪水情報
のプッシュ型配信）

― ○追記 更新

160 情報 情報配信
・自主防災組織等へ連絡（以
降、継続）

◎ 削除 更新

195 情報 情報配信
・浸水拡大の恐れ（洪水情報
のプッシュ型配信）

― ○追記 更新

新規 交通 ―
・広域的な迂回路対策の実
施

○
具体の運用に向けた道路管
理者等との
協議が必要

TL専門部会に
おいて協議

新規 交通 ― ・施設管理者対策の実施 ○
具体の運用に向けた道路管
理者等との
協議が必要

TL専門部会に
おいて協議

新規 交通 ―
・広域的な迂回路対策の実
施

○
具体の運用に向けた道路管
理者等との
協議が必要

TL専門部会に
おいて協議

新規 交通 ― ・施設管理者対策の実施 ○
具体の運用に向けた道路管
理者等との
協議が必要

TL専門部会に
おいて協議

万葉線 68 情報 情報収集 ・気象情報（路線含む） ― ◎追記 更新

※TL No　H31.2.12第5回減災対策協議会時点Noを指す

○小矢部川タイムラインタイムライン【試行版】２０２０年（仮称）
【意見無し】

記載順入れ替え

庄川タイムラインタイムライン【試行版】２０２０年（仮称）および
小矢部川タイムライン【試行版】２０２０年（仮称）　防災行動調査結果（速報）
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）
、

ダ
ム

（
ダ

ム
事

業
者

）
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

1
情

報
情

報
収

集
・
台

風
・
気

象
情

報
の

収
集

・
伝

達
(以

降
、

継
続

)
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

2
交

通
情

報
収

集
・
気

象
庁

や
気

象
会

社
か

ら
の

情
報

に
基

づ
き

、
運

転
計

画
を

検
討

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

3
避

難
避

難
に

関
す

る
情

報
の

発
令

・
山

間
部

自
治

会
へ

注
意

喚
起

及
び

自
主

避
難

を
促

す
連

絡
台

風
情

報
よ

り
、

高
岡

市
へ

接
近

す
る

こ
と

が
分

か
っ

た
場

合
◎

4
水

防
浸

水
対

策
・
防

災
資

機
材

・
備

蓄
の

確
認

◎

5
・
非

常
配

備
体

制
の

確
認

（
非

常
連

絡
員

・
地

区
連

絡
員

・
宿

日
直

者
）

◎
◎

6
・
緊

急
時

の
連

絡
体

制
の

確
認

等
を

関
係

部
署

へ
依

頼
◎

7
・
庁

内
連

絡
課

長
会

議
の

開
催

（
事

前
対

策
及

び
緊

急
連

絡
体

制
の

確
認

等
）

◎

8
・
調

査
業

者
等

と
の

連
絡

体
制

確
認

水
文

観
測

業
者

等
◎

9
・
台

風
説

明
会

に
よ

る
見

通
し

の
解

説
○

◎
○

○
○

○
○

○
○

○

1
0

・
要

避
難

区
域

及
び

土
砂

災
害

警
戒
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域

を
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す
る

自
主

防
災

組
織

へ
の
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喚
起
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降

、
継

続
)

台
風

が
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近
す

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

場
合

､随
時

◎

1
1

・
市

民
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事

業
者

へ
の

注
意

喚
起

◎
◎

1
2

・
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定
工

事
業

者
と

の
台

風
情

報
の

共
有

(以
降

、
継

続
)

◎
◎

◎

1
3

・
台

風
・
気

象
情

報
に

関
す

る
庁

内
へ

の
注

意
喚

起
◎

◎

1
4

・
工

事
現

場
等

へ
の

注
意

喚
起

◎

1
5

避
難

避
難

に
関

す
る

情
報

の
発

令
・
山

間
部

自
治

会
へ

注
意

喚
起

及
び

自
主

避
難

を
促

す
連

絡
台

風
情

報
に

よ
り

、
南

砺
市

へ
接

近
す

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

場
合

◎

1
6

・
体

制
の

確
認

と
人

員
配

置
計

画
◎

◎

1
7

・
必

要
に

よ
り

対
策

本
部

を
立

ち
上

げ
、

情
報

の
収

集
と

運
転

計
画

の
検

討
◎

◎

1
8

浸
水

対
策

・
装

備
資

機
材

の
確

認
◎

◎

1
9

情
報

配
信

・
運

転
計

画
を

H
P

、
プ

レ
ス

リ
リ

ー
ス

等
で

お
知

ら
せ

◎
◎

2
0

・
待

機
職

員
参

集
◎

◎
◎

◎
◎

2
1

・
準

備
体

制
（
臨

時
庁

議
）

◎

2
2

・
今

後
の

対
応

方
針

の
決

定
・
伝

達
◎

2
3

・
職

員
へ

の
第

一
次

非
常

配
備

予
告

◎

2
4

・
連

絡
体

制
の

確
認

◎

2
5

・
第

1
非

常
配

備
体

制
（
防

災
担

当
職

員
の

配
備

）
情

報
収

集
等

◎
◎

2
6

・
市

事
業

中
止

の
判

断
・伝

達
◎

2
7

・
休

校
・
休

園
等

の
判

断
・
連

絡
◎

◎

2
8

・
市

営
バ

ス
の

運
行

判
断

・
伝

達
◎

2
9

・
私

立
学

園
等

へ
の

注
意

喚
起

・
情

報
提

供
◎

3
0

・
防

災
行

政
無

線
に

よ
る

市
民

へ
の

注
意

喚
起

◎

3
1

・
水

防
団

へ
注

意
喚

起
◎

◎
◎

◎
◎

3
2

・
パ

ト
ロ

ー
ル

（
浸

水
想

定
箇

所
等

の
点

検
）

◎

3
3

・
施

設
（
ダ

ム
・
水

門
・
排

水
機

場
等

）
の

点
検

・
操

作
確

認
◎

◎

3
4

・
災

害
対

策
用

資
機

材
・復

旧
資

機
材

等
の

確
保

◎

3
5

・
土

の
う

倉
庫

の
施

錠
・
解

錠
管

理
体

制
の

確
認

◎

3
6

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認
・
対

策
本

部
設

置
と

運
休

等
の

情
報

広
報

準
備

2
4
時

間
総

雨
量

2
00

m
m

◎

3
7

ダ
ム

体
制

の
構

築
・
確

認
・
御

母
衣

ダ
ム

の
予

備
警

戒
体

制
発

令
・
通

知
○

○
○

○
◎

○

【
計

画
規

模
：
降

雨
】
庄

川
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
(試

行
版

)2
0
2
0
年

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

配
信

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認

ス テ ー ジ 0 ( 体 制 準 備 ・ 確 認 )

台 風 情 報 ( 5 日

先 進 路 予 報 )

-1
2
0
H

-1
2
0
H

台 風 情 報 ( 7 2

時 間 先 進 路 予

報 )

-
7
2
H

-
7
2
H

台 風 説 明 会

( 概 ね 台 風 接 近 の 2 日 前 想 定 )

-
4
8
H

-
4
8
H

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 注 意 報

-
2
4
H

-
2
4
H

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

配
信

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

浸
水

対
策
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

3
8

発
表

発
表

・
伝

達
・
水

防
警

報
（
準

備
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

3
9

・
情

報
連

絡
体

制
の

構
築

・
確

認
◎

4
0

・
災

害
対

策
連

絡
体

制
確

保
◎

4
1

・
第

1
非

常
配

備
体

制
◎

◎
◎

◎

4
2

・
警

戒
体

制
（
所

属
数

名
参

集
）
(初

動
体

制
)

◎
◎

4
3

・
情

報
収

集
・
待

機
職

員
の

増
員

◎
◎

◎
◎

◎
◎

4
4

・
第

2
非

常
配

備
体

制
、

情
報

収
集

等
防

災
担

当
職

員
の

増
員

、
関

係
課

職
員

の
配

備
◎

4
5

・
休

校
の

判
断

、
体

制
の

確
認

等
◎

4
6

・
注

意
体

制
水

防
団

待
機

水
位

を
超

え
は

ん
濫

注
意

水
位

に
達

す
る

と
予

想
さ

れ
る

場
合

◎

4
7

・
応

援
体

制
の

確
認

・
要

請
（
以

降
、

継
続

）
防

災
エ

キ
ス

パ
ー

ト
等

へ
要

請
◎

4
8

・
連

絡
要

員
の

配
置

◎
◎

◎
◎

◎

4
9

・
リ

エ
ゾ

ン
体

制
の

確
認

◎

5
0

・
協

力
機

関
の

体
制

確
認

◎

5
1

・
1
時

間
ご

と
に

河
川

水
位

、
雨

量
、

降
水

短
時

間
予

報
を

確
認

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

5
2

・
庄

川
（
大

門
地

点
等

）
の

河
川

水
位

や
氾

濫
等

の
情

報
収

集
（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

5
3

・
被

害
の

情
報

収
集

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎
◎

5
4

気
象

情
報

（
路

線
含

む
）

◎
◎

◎

5
5

道
路

規
制

含
む

◎
◎

◎

5
6

・
大

門
観

測
所

の
水

位
の

デ
ー

タ
ー

収
集

及
び

小
牧

ダ
ム

の
流

水
量

の
確

認
◎

◎

5
7

情
報

配
信

・
防

災
メ

ー
ル

の
送

信
◎

5
8

・
パ

ト
ロ

ー
ル

・
応

急
対

策
活

動
等

開
始

◎
◎

5
9

・
水

防
団

へ
待

機
指

示
◎

◎
◎

◎
◎

6
0

・
庁

舎
の

止
水

対
策

の
実

施

6
1

・
所

管
施

設
の

止
水

資
機

材
の

準
備

◎
◎

◎
◎

6
2

河
川

管
理

施
設

の
操

作
・
水

門
、

樋
門

等
の

操
作

◎

6
3

・
独

自
基

準
に

よ
り

体
制

を
判

断
◎

6
4

・
関

係
機

関
か

ら
の

情
報

に
基

づ
く
防

災
行

動
に

よ
る

行
動

開
始

◎

6
5

・
運

転
規

制
準

備
レ

ー
ル

面
よ

り
2
5
m

m
の

浸
水

で
運

休
規

制
値

前
で

も
予

測
に

よ
り

計
画

運
休

の
場

合
あ

り
◎

6
6

・
徐

行
に

よ
る

運
転

規
制

沿
線

雨
量

計
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
7

・
運

転
見

合
わ

せ
沿

線
雨

量
計

が
規

制
値

（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
8

・
鉄

道
施

設
の

点
検

（
以

降
、

継
続

）
◎

6
9

・
係

員
に

よ
る

巡
回

警
備

を
開

始
沿

線
雨

量
計

が
規

制
値

（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

7
0

・
係

員
に

よ
る

固
定

警
備

を
開

始
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

7
1

・
警

戒
準

備
体

制
警

報
が

発
令

さ
れ

、
電

力
設

備
へ

の
被

害
が

想
定

さ
れ

る
場

合
◎

7
2

・
災

害
対

策
本

部
員

待
機

◎

7
3

・
工

事
箇

所
の

要
員

の
安

全
確

保
◎

◎

7
4

・
ガ

ス
設

備
の

巡
視

(以
降

、
継

続
)

◎
◎

7
5

・
電

力
設

備
パ

ト
ロ

ー
ル

◎

7
6

情
報

配
信

・
ガ

ス
工

事
の

中
止

判
断

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

7
7

情
報

収
集

・
設

備
状

況
の

確
認

（
以

降
、

継
続

）
◎

7
8

浸
水

対
策

・
所

管
施

設
の

水
防

板
設

置
◎

7
9

・
御

母
衣

ダ
ム

の
洪

水
警

戒
体

制
発

令
・
通

知
○

○
◎

8
0

・
御

母
衣

ダ
ム

の
ダ

ム
放

流
開

始
の

通
知

・
通

報
高

岡
市

、
射

水
市

、
砺

波
市

は
フ

ァ
ッ

ク
ス

の
み

○
○

○
○

○
◎

8
1

・
御

母
衣

ダ
ム

の
洪

水
量

や
最

大
流

入
量

等
の

通
知

○
○

○
○

◎

8
2

・
小

牧
ダ

ム
の

ダ
ム

流
量

等
情

報
の

送
信

流
入

条
件

6
0
0
m

3
/
s到

達
の

場
合

○
○

○
◎

○
○

8
3

パ
ト

ロ
ー

ル
・
御

母
衣

ダ
ム

の
ダ

ム
放

流
開

始
時

の
サ

イ
レ

ン
吹

鳴
・
河

川
パ

ト
ロ

ー
ル

○
◎

・
情

報
の

収
集

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

浸
水

対
策

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認

運
行

規
制

パ
ト

ロ
ー

ル

ス テ ー ジ 1 ( 水 防 準 備 )

【 水 防 団 待 機 水 位 ( 流 量 ) 到 達 】

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
1
3
.3

H
-
8
.4

H

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

派
遣

要
請

情
報

情
報

収
集

ラ
イ

フ

体
制

の
構

築
・
確

認

パ
ト

ロ
ー

ル

ダ
ム

情
報

配
信
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

8
4

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
注

意
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

8
5

・
水

防
警

報
（
出

動
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

8
6

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

◎
○

○
○

○
○

○

8
7

・
警

戒
体

制
氾

濫
注

意
水

位
以

上
の

洪
水

が
予

想
さ

れ
る

場
合

◎

8
8

・
第

１
非

常
配

備
◎

8
9

・
災

害
警

戒
本

部
第

1
体

制
◎

9
0

・
第

2
警

戒
配

備
（
関

係
職

員
参

集
）

◎

9
1

・
警

戒
体

制
（
第

2
非

常
配

備
）

◎

9
2

・
災

害
警

戒
本

部
の

設
置

（
第

2
体

制
）

2
時

間
後

に
避

難
判

断
水

位
・
流

量
到

達
が

見
込

ま
れ

る
場

合
◎

◎

9
3

・
第

2
次

非
常

配
備

（
風

水
害

警
戒

本
部

設
置

）
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

9
4

・
本

部
会

議
に

よ
る

部
局

間
の

情
報

共
有

及
び

対
応

調
整

（
以

降
、

継
続

）
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

9
5

派
遣

要
請

・
リ

エ
ゾ

ン
の

派
遣

の
検

討
・
要

請
○

◎
◎

◎
◎

◎

9
6

・
1
0分

毎
の

河
川

水
位

、
雨

量
、

降
水

短
時

間
予

報
を

確
認

◎
◎

◎
◎

9
7

・
気

象
台

か
ら

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

◎
○

○
○

○
○

○

9
8

・
水

位
予

想
（
毎

正
時

）
の

確
認

・
配

信
氾

濫
注

意
水

位
を

超
過

し
て

い
る

時
間

H
P

・
ツ

イ
ッ

タ
ー

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

9
9

・
洪

水
予

報
伝

達
要

配
慮

者
利

用
施

設
等

へ
◎

◎

1
0
0

避
難

所
の

開
設

・
避

難
所

開
設

の
決

定
・開

設
準

備
◎

◎
◎

◎
◎

1
0
1

・
早

期
の

立
退

き
避

難
対

象
地

域
の

検
討

◎
◎

◎

1
0
2

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

防
災

担
当

部
課

長
協

議
◎

◎
◎

◎
◎

1
0
3

避
難

が
必

要
な

状
況

が
夜

間
・
早

朝
の

場
合

避
難

判
断

水
位

を
超

過
す

る
見

込
み

を
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
で

確
認

し
た

場
合

◎

1
0
4

小
牧

流
量

観
測

所
（
1
,5

0
0
 

/
ｓ
）
到

達
3
時

間
以

内
又

は
、

夜
間

に
避

難
判

断
流

量
到

達
が

見
込

ま
れ

る
場

合
◎

1
0
5

土
砂

災
害

、
中

小
河

川
等

に
備

え
た

早
期

の
避

難
が

必
要

と
見

込
ま

れ
る

場
合

◎

1
0
6

・
広

域
避

難
の

判
断

避
難

判
断

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
0
7

・
広

域
避

難
の

た
め

の
避

難
先

自
治

体
と

の
調

整
公

共
交

通
機

関
へ

の
広

域
避

難
の

協
力

要
請

避
難

判
断

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

○

1
0
8

・
災

害
対

策
本

部
室

設
置

広
域

避
難

の
協

力
を

要
請

さ
れ

、
受

入
れ

施
設

を
準

備
す

る
場

合
◎

1
0
9

・
避

難
所

開
設

の
決

定
・開

設
準

備
広

域
避

難
の

協
力

を
要

請
さ

れ
た

場
合

◎

1
1
0

・
水

防
団

へ
出

動
指

示
◎

◎
◎

◎
◎

1
1
1

・C
C

T
V

に
よ

る
監

視
強

化
◎

◎
◎

◎

1
1
2

・
出

水
時

点
検

（
巡

視
）

◎
◎

1
1
3

・
水

防
団

等
に

よ
る

早
期

か
つ

高
頻

度
の

堤
防

巡
視

の
実

施
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
1
4

・
河

川
・
堤

防
巡

視
・
水

防
活

動
状

況
の

把
握

・
報

告
○

◎
◎

◎
◎

◎
○

○

1
1
5

排
水

ポ
ン

プ
車

の
手

配
・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

派
遣

の
検

討
・
要

請
○

◎
◎

◎
◎

◎

1
1
6

・
初

動
体

制
の

確
立

道
路

の
通

行
可

否
及

び
信

号
機

の
滅

灯
状

況
等

の
確

認
を

迅
速

に
実

施
で

き
る

体
制

を
確

保
○

◎

1
1
7

・
関

係
機

関
に

お
け

る
体

制
等

の
確

認
（
窓

口
設

定
）

○
◎

1
1
8

情
報

収
集

・
被

害
情

報
の

収
集

◎

1
1
9

・
列

車
の

徐
行

・
停

止
等

の
運

転
規

制
（
以

降
、

継
続

）
時

雨
量

・連
続

雨
量

、
各

橋
梁

の
水

位
等

に
よ

る
◎

1
2
0

・
庄

川
橋

梁
の

運
転

規
制

、
全

線
で

の
運

転
見

合
わ

せ
（
以

降
、

継
続

）
規

制
値

前
で

も
予

測
に

よ
り

計
画

運
休

の
場

合
あ

り
◎

1
2
1

・
列

車
の

運
行

状
況

を
周

知
（
以

降
、

継
続

）
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

情
報

伝
達

に
て

◎

1
2
2

・
広

報
に

て
乗

客
に

周
知

◎

1
2
3

・
設

備
状

況
の

確
認

（
以

降
、

継
続

）
◎

1
2
4

・
電

力
設

備
の

水
防

板
等

設
置

◎

1
2
5

流
入

条
件

1
0
0
0
m

3
/
s到

達
○

○
○

◎
○

○

1
2
6

流
入

条
件

1
4
0
0
m

3
/
s到

達
○

○
○

◎
○

○

1
2
7

流
入

条
件

1
8
1
0
m

3
/
s到

達
○

○
◎

○

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

広
域

避
難

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

発
表

・
伝

達

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

収
集

情
報

配
信

体
制

の
構

築
・
確

認

運
行

規
制

情
報

配
信

ラ
イ

フ
浸

水
対

策

交
通

ス テ ー ジ 2 ( 避 難 警 戒 )

【 氾 濫 注 意 水 位 ( 流 量 ) 到 達 】

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
1
2
.0

H
-
7
.6

H
発

表

避
難

ダ
ム

情
報

配
信

・
小

牧
ダ

ム
の

ダ
ム

流
量

等
情

報
の

通
知
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

1
2
8

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
警

戒
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
2
9

・
水

防
警

報
（
状

況
）
（
以

降
、

継
続

）
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
3
0

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
・流

量
を

超
過

）
◎

○
○

○
○

○
○

1
3
1

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
危

険
水

位
・流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

◎
○

○
○

○
○

○

1
3
2

・
【
非

常
体

制
】第

3
非

常
配

備
◎

1
3
3

・
第

2
非

常
配

備
体

制
（
災

害
対

策
本

部
の

設
置

）
◎

1
3
4

・
第

3
次

非
常

配
備

（
災

害
対

策
本

部
設

置
）

◎

1
3
5

・
第

3
非

常
配

備
体

制
（
関

係
課

職
員

全
員

配
備

）
◎

1
3
6

・
災

害
対

策
本

部
1
時

間
後

に
、

氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
到

達
が

見
込

ま
れ

る
場

合
に

設
置

◎
◎

1
3
7

・
第

2
非

常
配

備
の

準
備

氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
3
8

派
遣

要
請

・
リ

エ
ゾ

ン
の

派
遣

要
請

氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
○

◎

1
3
9

・
氾

濫
想

定
に

関
す

る
情

報
提

供
の

要
請

氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
○

◎

1
4
0

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎

1
4
1

道
路

規
制

含
む

◎
◎

◎

1
4
2

・
避

難
所

情
報

の
収

集
◎

◎
◎

1
4
3

・
避

難
者

数
の

把
握

(以
降

、
継

続
)

◎

1
4
4

・
氾

濫
個

所
、

避
難

所
情

報
の

収
集

◎

1
4
5

・
情

報
伝

達
・
広

報
防

災
行

政
無

線
・
緊

急
速

報
メ

ー
ル

等
に

よ
る

◎
◎

◎

1
4
6

・
霞

堤
周

辺
の

住
民

、
事

業
者

等
へ

の
注

意
喚

起
農

地
、

工
場

等
が

あ
る

場
合

◎

1
4
7

・
自

主
防

災
組

織
等

へ
連

絡
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

◎
◎

1
4
8

避
難

所
の

開
設

・
避

難
所

の
開

設
指

示
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

◎

1
4
9

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

避
難

が
必

要
な

状
況

が
夜

間
・
早

朝
の

場
合

◎

1
5
0

◎
◎

◎
◎

1
5
1

氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
5
2

避
難

勧
告

の
発

令
・
早

期
の

避
難

勧
告

等
の

判
断

・
検

討
・
準

備
立

退
き

避
難

に
要

す
る

時
間

を
考

慮
し

て
◎

1
5
3

・
避

難
誘

導
街

宣
（
以

降
、

継
続

)
広

報
車

等
に

よ
る

◎

1
5
4

・
避

難
誘

導
（
以

降
、

継
続

)
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
な

ど
◎

1
5
5

・
避

難
所

で
必

要
な

物
資

の
把

握
（
以

降
、

継
続

)
◎

1
5
6

・
避

難
所

の
運

営
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
5
7

情
報

収
集

・
鉄

道
施

設
の

被
害

確
認

◎

1
5
8

・
ＩＣ

か
ら

の
流

出
規

制
に

つ
い

て
浸

水
想

定
を

参
考

に
事

前
協

議
（以

降
、

継
続

）
○

◎
◎

1
5
9

・
ＩＣ

か
ら

の
流

出
規

制
が

必
要

な
場

合
、

ＩＣ
閉

鎖
措

置
（
以

降
、

継
続

）
○

◎

1
6
0

・
高

速
道

路
通

行
止

め
（
以

降
、

継
続

）
本

線
は

、
雨

量
情

報
に

基
づ

き
通

行
止

め
を

判
断

◎

1
6
1

・
高

速
道

路
通

行
止

め
状

況
を

踏
ま

え
た

、
運

行
規

制
を

検
討

高
速

バ
ス

◎
◎

1
6
2

避
難

誘
導

・
乗

客
の

避
難

誘
導

（
以

降
、

継
続

）
◎

1
6
3

・
ＩＣ

閉
鎖

時
は

関
係

機
関

へ
通

行
止

め
情

報
を

提
供

（
以

降
、

継
続

）
○

◎

1
6
4

・
列

車
の

運
行

状
況

を
周

知
（
以

降
、

継
続

）
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

情
報

伝
達

に
て

◎

1
6
5

・
保

安
係

員
の

招
集

判
断

◎
◎

1
6
6

・
警

戒
体

制
警

戒
水

位
に

到
達

し
、

電
力

設
備

へ
の

被
害

が
想

定
さ

れ
る

場
合

◎

1
6
7

浸
水

対
策

・
重

要
ガ

ス
供

給
設

備
の

保
安

措
置

準
備

◎
◎

ス テ ー ジ 3 ( 避 難 準 備 )
[ 避 難 判 断 水 位 ( 流 量 ) 到 達 ]

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
7
.0

H
-
3
.2

H
発

表
発

表
・
伝

達

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

収
集

・
情

報
収

集
（
以

降
、

継
続

)

情
報

配
信

交
通

情
報

配
信

ラ
イ

フ
体

制
の

構
築

・
確

認

避
難

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

避
難

誘
導

避
難

所
の

運
営

運
行

規
制
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1
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1
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1
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1
8

1
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2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

1
6
8

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
危

険
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
6
9

・
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
7
0

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
危

険
水

位
・流

量
を

超
過

）
◎

○
○

○
○

○
○

1
7
1

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
越

水
発

生
の

恐
れ

）
◎

○
○

○
○

○
○

1
7
2

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
発

生
の

恐
れ

）
◎

○
○

○
○

○
○

1
7
3

・
非

常
体

制
◎

○
○

1
7
4

・
第

2
非

常
配

備
（
災

害
対

策
本

部
設

置
）

◎

1
7
5

・
危

機
管

理
連

絡
会

議
の

開
催

◎

1
7
6

・
第

3
非

常
配

備
（
職

員
全

員
参

集
）

越
水

発
生

の
恐

れ
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
7
7

派
遣

要
請

・
必

要
に

応
じ

助
言

の
要

請
越

水
発

生
の

恐
れ

を
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
で

確
認

し
た

場
合

◎

1
7
8

情
報

収
集

・
浸

水
被

害
状

況
等

の
収

集
◎

◎

1
7
9

・
河

川
氾

濫
の

恐
れ

（
洪

水
情

報
の

プ
ッ

シ
ュ

型
配

信
）

緊
急

速
報

メ
ー

ル
◎

○
○

○
○

○
○

○

1
8
0

・
緊

急
情

報
、

記
者

発
表

（以
降

、
継

続
）

◎

1
8
1

・
防

災
行

政
無

線
・
緊

急
速

報
メ

ー
ル

等
に

よ
る

情
報

伝
達

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

1
8
2

・
自

主
防

災
組

織
等

へ
連

絡
（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

1
8
3

・
避

難
所

情
報

の
配

信
防

災
行

政
無

線
・
緊

急
速

報
メ

ー
ル

◎
◎

1
8
4

避
難

所
の

開
設

・
避

難
所

で
必

要
な

物
資

の
手

配
（配

送
）

◎

1
8
5

◎
◎

◎
◎

◎
◎

1
8
6

立
退

き
避

難
対

象
地

域
へ

◎

1
8
7

広
域

避
難

対
象

地
域

へ
◎

1
8
8

避
難

指
示

(緊
急

)の
発

令
・
避

難
指

示
(緊

急
)の

発
令

防
災

行
政

無
線

・
緊

急
速

報
メ

ー
ル

越
水

発
生

の
恐

れ
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
8
9

避
難

誘
導

・
避

難
誘

導
街

宣
（
以

降
、

継
続

）
広

報
車

等
に

よ
る

◎

1
9
0

避
難

所
の

運
営

・
避

難
所

の
運

営
（
以

降
、

継
続

）
◎

1
9
1

浸
水

対
策

・
庁

舎
の

自
衛

水
防

対
策

◎

1
9
2

排
水

ポ
ン

プ
車

の
手

配
・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

要
請

○
◎

1
9
3

体
制

の
構

築
・
確

認
・
車

両
基

地
内

車
両

の
移

動
判

断
・
準

備
洪

水
予

報
（
氾

濫
危

険
情

報
）ま

た
は

水
防

警
報

（
状

況
）
の

発
表

時
◎

1
9
4

・
関

係
機

関
か

ら
の

情
報

収
集

知
事

部
局

や
道

路
管

理
者

等
と

の
情

報
共

有
、

警
察

に
よ

る
対

応
が

想
定

さ
れ

る
事

案
に

関
す

る
情

報
の

収
集

◎
○

○
◎

1
9
5

交
通

規
制

や
迂

回
路

等
に

関
す

る
情

報
収

集
日

本
道

路
交

通
情

報
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

「災
害

Ｗ
ｅ
ｂ
」

の
立

ち
上

げ
と

詳
細

情
報

の
提

供

1
9
6

・
本

部
執

行
隊

や
可

搬
式

発
動

発
電

機
の

先
行

配
置

風
水

害
の

規
模

や
影

響
を

踏
ま

え
、

基
礎

資
料

に
基

づ
く
配

置
計

画
等

を
検

討
し

、
応

援
派

遣
の

必
要

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
ブ

ロ
ッ

ク
警

察
署

等
へ

の
人

員
や

発
電

機
の

先
行

配
置

を
実

施

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
◎

1
9
7

・
先

制
的

交
通

対
策

の
実

施

予
め

選
定

し
た

危
険

箇
所

に
つ

い
て

、
降

水
状

況
等

を
踏

ま
え

浸
水

を
待

つ
こ

と
な

く
、

道
路

交
通

法
に

基
づ

く
通

行
禁

止
規

制
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

連
携

し
た

交
通

規
制

や
迂

回
路

等
に

関
す

る
情

報
発

信
を

実
施

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
◎

1
9
8

運
行

規
制

・
運

行
停

止
あ

る
い

は
中

止
（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

1
9
9

避
難

誘
導

・
乗

客
（
鉄

道
・バ

ス
利

用
者

）の
避

難
誘

導
（
以

降
、

継
続

）
◎

◎
◎

2
0
0

・
避

難
勧

告
の

情
報

を
提

供
◎

2
0
1

・
ド

ラ
イ

バ
ー

に
対

す
る

広
報

カ
ー

ナ
ビ

、
交

通
情

報
板

、
サ

イ
ン

カ
ー

、
誘

導
標

識
車

、
パ

ト
カ

ー
等

を
活

用
し

た
広

報
の

実
施

◎
◎

2
0
2

・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

、
Ｈ

Ｐ
等

を
活

用
し

た
情

報
発

信
◎

◎

2
0
3

体
制

の
構

築
・
確

認
・
災

害
対

策
本

部
設

置
◎

◎

2
0
4

浸
水

対
策

・
電

力
設

備
の

監
視

◎

2
0
5

社
員

の
退

避
・
浸

水
予

想
区

域
の

電
力

設
備

か
ら

の
社

員
退

避
◎

ラ
イ

フ

情
報

情
報

配
信

避
難

避
難

勧
告

の
発

令
・
避

難
勧

告
の

発
令

ス テ ー ジ 4 ( 避 難 勧 告 )
[ 氾 濫 危 険 水 位 ( 流 量 ) 到 達 ]

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
6
.2

H
-
2
.1

H
発

表
発

表
・
伝

達

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

水
防

交
通

情
報

収
集

浸
水

対
策

情
報

配
信
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2
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2
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2
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2
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2
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2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

2
0
6

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
　

○
　

○

2
0
7

・
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
0
8

・
破

堤
等

重
大

災
害

状
況

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

2
0
9

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
堤

防
決

壊
情

報
）

◎
○

○
○

○
○

○

2
1
0

・
緊

急
復

旧
、

堤
防

調
査

委
員

会
設

置
◎

2
1
1

・
第

3
非

常
配

備
体

制
（
全

職
員

参
集

）
◎

◎

2
1
2

・
非

常
配

備
［
災

害
対

策
本

部
］

◎

2
1
3

・
警

戒
区

域
の

設
定

・
警

備
◎

2
1
4

・
災

害
対

策
本

部
設

置
○

◎

2
1
5

・
広

域
応

援
要

請
◎

2
1
6

・
市

町
村

か
ら

の
要

求
を

受
け

て
、

自
衛

隊
へ

災
害

派
遣

要
請

等
◎

2
1
7

・
災

害
応

急
対

策
要

請
→

協
定

業
者

◎
◎

2
1
8

・
自

衛
隊

へ
派

遣
要

請
（県

を
通

じ
て

）
◎

◎
◎

◎
◎

◎
○

2
1
9

・
浸

水
拡

大
の

恐
れ

（
洪

水
情

報
の

プ
ッ

シ
ュ

型
配

信
）

緊
急

速
報

メ
ー

ル
河

川
の

水
が

堤
防

を
越

え
て

流
れ

出
て

い
る

と
き

、
堤

防
が

壊
れ

て
河

川
の

水
が

大
量

に
溢

れ
出

し
て

い
る

と
き

◎
○

○
○

○
○

○
○

2
2
0

・
被

害
状

況
・
調

査
結

果
等

の
公

表
◎

2
2
1

◎
◎

◎
◎

2
2
2

計
画

水
位

・
流

量
〈小

牧
6
,5

0
0
m

3
/
s〉

到
達

お
よ

び
河

川
管

理
施

設
の

大
規

模
異

常
ま

た
は

破
堤

・
流

水
を

確
認

の
場

合
◎

◎

2
2
3

避
難

所
の

運
営

・
避

難
者

へ
の

支
援

◎
◎

◎
◎

◎
◎

2
2
4

・
T
E
C

-
F
O

R
C

E
◎

2
2
5

・
被

害
状

況
の

把
握

◎

2
2
6

・
堤

防
決

壊
箇

所
の

応
急

復
旧

◎

2
2
7

排
水

ポ
ン

プ
車

の
手

配
・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

要
請

◎

2
2
8

体
制

の
構

築
・
確

認
・
車

両
基

地
内

車
両

の
移

動
判

断
・
準

備
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）、

水
防

警
報

（
状

況
）ま

た
は

破
堤

等
重

大
災

害
状

況
の

発
表

時
◎

2
2
9

・
各

種
交

通
対

策
を

迅
速

か
つ

的
確

に
実

施
す

る
た

め
の

情
報

収
集

交
通

規
制

の
実

施
状

況
、

交
通

安
全

施
設

の
障

害
状

況
（
特

に
、

信
号

機
の

滅
灯

状
況

）、
信

号
機

電
源

付
加

装
置

及
び

可
搬

式
発

動
発

電
機

の
活

用
状

況
、

各
種

交
通

対
策

の
従

事
体

制
、

信
号

機
の

滅
灯

中
に

発
生

し
た

交
通

事
故

件
数

○
◎

2
3
0

・
広

域
管

制
シ

ス
テ

ム
等

を
活

用
し

た
情

報
収

集
ＩＴ

Ｖ
や

現
場

か
ら

の
無

線
報

告
等

に
よ

る
◎

◎

2
3
1

・
幹

線
道

路
の

通
行

可
否

情
報

等
の

収
集

◎
◎

2
3
2

・
プ

ロ
ー

ブ
情

報
（
通

行
実

績
）
の

分
析

被
災

地
域

へ
の

流
入

経
路

や
迂

回
路

等
の

検
討

◎
◎

2
3
3

・
ヘ

リ
に

よ
る

道
路

損
壊

状
況

等
の

確
認

◎
◎

2
3
4

各
橋

梁
の

水
位

◎
◎

2
3
5

時
雨

量
・連

続
雨

量
等

◎
◎

2
3
6

◎
◎

2
3
7

 砺
波

ＩＣ
は

有
人

、
高

岡
砺

波
ス

マ
ー

ト
ＩＣ

は
無

人
◎

2
3
8

・
復

旧
し

た
信

号
機

の
点

検
、

調
整

信
号

機
の

設
定

値
に

係
る

点
検

、
調

整
、

灯
器

の
向

き
の

調
整

等
が

必
要

な
場

合
に

お
け

る
保

守
業

者
と

の
連

携
対

応
○

○

2
3
9

・
信

号
機

の
設

定
変

更
等

の
実

施
信

号
機

の
手

動
介

入
や

定
数

設
定

変
更

等
に

よ
る

交
通

の
秩

序
化

○
○

2
4
0

・
広

域
的

な
迂

回
路

対
策

の
実

施
都

市
間

交
通

が
遮

断
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

警
察

庁
、

関
係

都
府

県
警

察
及

び
道

路
管

理
者

と
連

携
し

た
広

域
的

な
迂

回
路

対
策

の
実

施
◎

○
○

○
○

○
○

◎

2
4
1

・
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

復
旧

や
燃

料
輸

送
等

に
従

事
す

る
車

両
の

円
滑

な
通

行
の

確
保

◎
◎

2
4
2

・
施

設
管

理
者

対
策

の
実

施
店

舗
駐

車
場

か
ら

溢
れ

た
車

両
に

起
因

す
る

交
通

の
混

雑
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

解
消

対
策

の
実

施
◎

○
○

○
○

○
○

◎

ス テ ー ジ 5 ( 避 難 完 了 ・ 危 険 回 避 )
[ 堤 防 決 壊 ・ 越 水 に よ る 氾 濫 発 生 ]

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

0
H

0
H

発
表

発
表

・
伝

達

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

派
遣

要
請

情
報

交
通

情
報

収
集

運
行

規
制

・
列

車
の

停
止

等
の

運
転

規
制

避
難

誘
導

・
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

所
管

施
設

か
ら

の
職

員
退

避

情
報

配
信

避
難

避
難

指
示

(緊
急

)の
発

令
・
避

難
指

示
(緊

急
)の

発
令

水
防

浸
水

対
策
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

大
門

小
牧

高 岡 市

射 水 市

砺 波 市

小 矢 部 市

南 砺 市

富 山 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

関 西 電 力 ( 株 )

電 源 開 発 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

富 山 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

区
分

自
治

体
交

通
ラ

イ
フ

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

ダ
ム

富
山

県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細
備

考
（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

2
4
3

体
制

の
構

築
・
確

認
・
非

常
体

制
危

険
水

位
到

達
し

、
電

力
設

備
へ

の
被

害
が

発
生

し
た

場
合

◎

2
4
4

情
報

収
集

・
電

力
設

備
の

被
害

状
況

の
確

認
◎

2
4
5

情
報

配
信

・
関

係
機

関
・
マ

ス
コ

ミ
へ

の
広

報
・
連

絡
◎

◎

2
4
6

社
員

の
退

避
・
社

員
安

否
確

認
◎

◎

2
4
7

・
日

本
ガ

ス
協

会
へ

の
復

旧
応

援
要

請
◎

◎

2
4
8

・
応

援
者

・
請

負
者

確
保

◎

2
4
9

・
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
施

設
の

応
急

措
置

◎

2
5
0

・
重

要
ガ

ス
供

給
設

備
の

保
安

措
置

・復
旧

対
応

◎
◎

2
5
1

・
停

電
範

囲
の

把
握

、
縮

小
化

◎

2
5
2

雨
量

条
件

2
0
m

m
/
h
、

8
0
m

m
/
2
4h

到
達

○
○

◎
○

○

2
5
3

流
入

条
件

：
最

高
流

量
到

達
(以

降
、

所
定

流
入

量
を

下
回

っ
た

時
も

同
様

に
通

知
)

○
○

◎
○

・
小

牧
ダ

ム
の

ダ
ム

流
量

等
情

報
の

通
知

ラ
イ

フ

派
遣

要
請

復
旧

対
応

ダ
ム

情
報

配
信
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■
河

川
管

理
者

は
気

象
台

等
と

の
協

議
に

よ
り

、
計

画
規

模
降

雨
を

超
え

る
降

雨
や

、
早

期
の

水
位

上
昇

に
対

応
し

た
情

報
提

供
を

実
施

◎
「
氾

濫
危

険
水

位
以

上
の

洪
水

が
予

想
さ

れ
る

場
合

」
は

「
洪

水
予

報
（
氾

濫
警

戒
情

報
）
」
を

発
表

◎
水

位
予

測
（
３

時
間

予
測

）
等

に
よ

り
、

「
計

画
規

模
以

上
の

水
位

上
昇

ま
た

は
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
」
は

必
要

に
応

じ
て

、
関

係
機

関
へ

情
報

を
提

供

災
害

対
応

の
ス

テ
ー

ジ
(目

標
)

計
画

規
模

降
雨

の
場

合
想

定
最

大
規

模
降

雨
の

場
合

目
安

の
時

刻
河

川
管

理
者

の
防

災
行

動
目

安
の

時
刻

河
川

管
理

者
の

防
災

行
動

大
門

小
牧

大
門

小
牧

ス
テ

ー
ジ

0
(体

制
準

備
・
確

認
)

ス
テ

ー
ジ

1
(水

防
準

備
)

-
1
3
.3

h
-
8
.4

h
【
注

意
体

制
】

◎
水

防
警

報
（
準

備
）

-
4
.5

h
-
4
.5

h
【
注

意
体

制
】
＜

氾
濫

注
意

水
位

以
上

の
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
＞

◎
水

防
警

報
（
準

備
）

ス
テ

ー
ジ

2
(避

難
警

戒
)

-
1
2
.0

h
-
7
.6

h
【
警

戒
体

制
】

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
注

意
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
出

動
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
：
（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

-
3
.5

h
-
3
.5

h
【
警

戒
体

制
】
＜

避
難

判
断

水
位

以
上

の
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
＞

◎
洪

水
予

報
(氾

濫
注

意
情

報
)

◎
水

防
警

報
(出

動
)

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

【
非

常
体

制
】
＜

氾
濫

危
険

水
位

以
上

の
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
＞

◎
洪

水
予

報
(氾

濫
警

戒
情

報
)＜

氾
濫

危
険

水
位

に
達

す
る

と
見

込
ま

れ
る

時
＞

◎
水

防
警

報
(状

況
)

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

ス
テ

ー
ジ

3
(避

難
準

備
)

-
7
.0

h
-
3
.2

h
◎

洪
水

予
報

（
氾

濫
警

戒
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

）
◎

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

(氾
濫

危
険

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
)

-
0
.6

h
-
0
.8

h
◎

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

）

ス
テ

ー
ジ

4
(避

難
勧

告
)

-
6
.2

h
-
2
.1

h
【
非

常
体

制
】

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
危

険
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

）

-
0
.5

h
-
0
.3

h
◎

洪
水

予
報

(氾
濫

危
険

情
報

)
◎

水
防

警
報

（
状

況
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
氾

濫
危

険
水

位
を

超
過

）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
越

水
発

生
の

恐
れ

）
◎

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

（
氾

濫
発

生
の

恐
れ

）
◎

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

（
越

水
発

生
の

恐
れ

）
◎

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

（
氾

濫
発

生
の

恐
れ

）

ス
テ

ー
ジ

5
(避

難
完

了
・
危

険
回

避
)

0
h

0
h

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
破

堤
等

重
大

災
害

情
報

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
堤

防
決

壊
情

報
）

0
h

0
h

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
破

堤
等

重
大

災
害

情
報

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
堤

防
決

壊
情

報
）

３
時

間
後

に
、

氾
濫

注
意

水
位

・
流

量
超

過
の

見
込

１
時

間
後

に
、

氾
濫

注
意

水
位

・
流

量
超

過
の

見
込

約
３

時
間

後
に

、
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
超

過
の

見
込

２
時

間
後

に
、

想
定

最
大

規
模

降
雨

時
の

超
過

の
見

込

水
位

予
測

（
３

時
間

予
測

）等
に

よ
り

、
「
計

画
規

模
以

上
の

水
位

上
昇

ま
た

は
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
」
関

係
機

関
へ

情
報

を
提

供
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小
矢

部
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

【
試

行
版

】
２

０
２

０
年

 
    

小
矢

部
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

【
試

行
版

】
お

よ
び

運
用

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｐ
．

 
１

 

小
矢

部
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

【
試

行
版

】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｐ
．

 
２

 

（
参

考
）

想
定

最
大

規
模

を
踏

ま
え

た
河

川
管

理
者

か
ら

の
情

報
提

供
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

Ｐ
．

 
９

 

   

    

令
和

元
年

6
月

作
成

 

 

庄
川

・
小

矢
部

川
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
検

討
専

門
部

会
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小
矢

部
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

【
試

行
版

】
に

つ
い

て
 

 ○
本

タ
イ

ム
ラ

イ
ン
は

、
河
川
整
備
に

お
い
て
基

本
と
な
る
降
雨

規
模
（
年

超
過
確
率

1
/
1
0
0
：

計
画
規

模
）

に
お

け
る

洪
水

を
対

象
と

し
、

小
矢

部
川

直
轄

管
理

区
間

で
堤

防
決

壊
し

た
場
合
を
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、

各
参
画
機
関
の
防
災
行
動
項
目
を
時
系
列
に
整
理
し
、

と
り

ま
と

め
た

も
の

で
あ

る
。

 

 ○
小

矢
部

川
は

“急
流

河
川

”で
あ

り
、

降
雨

時
の

水
位

上
昇

が
速

い
。

ま
た

、
澪

筋
が

不
安

定
で

洪
水

時
に

は
河

岸
浸

食
が

発
生

し
や

す
く
、

水
位

が
低

い
状

態
で

も
河

岸
浸

食
 

に
よ

る
堤

防
決

壊
に

繋
が

る
恐

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
状

況
に

応
じ

て
水

位
に

捉
わ

れ
な

い
防

災
行

動
の

検
討

が
必

要
と

な
る

場
合

も
想

定
さ

れ
る

。
 

 ○
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
検

討
で

は
、

平
成

２
７

年
２

月
の

水
防

法
改

正
に

伴
い

、
【想

定
し

得
る

最
大

規
模

の
降

雨
（以

下
、

”想
定

最
大

規
模

降
雨

”と
い

う
】に

よ
る

大
規

模
洪

水
に

も
 

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 ○
想

定
最

大
規

模
降

雨
が

見
込

ま
れ

る
場

合
に

つ
い

て
、

河
川

管
理

者
は

気
象

台
等

と
の

協
議

に
よ

り
、

計
画

規
模

降
雨

を
超

え
る

降
雨

や
、

早
期

の
水

位
上

昇
に

対
応

し
た

 

情
報

提
供

を
実

施
す

る
（本

資
料

の
「想

定
最

大
規

模
降

雨
を

踏
ま

え
た

河
川

管
理

者
か

ら
の

情
報

共
有

に
つ

い
て

」参
照

）。
 

 ○
各

防
災

行
動

項
目

を
実

施
す

る
か

否
か

の
判

断
は

、
そ

の
都

度
、

降
雨

お
よ

び
台

風
の

情
報

収
集

、
河

川
の

状
況

等
を

踏
ま

え
、

各
参

画
機

関
が

責
任

を
持

っ
て

判
断

す
る

 

も
の

と
す

る
。

 

 ○
な

お
、

本
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
は

現
時

点
ま

で
の

検
討

結
果

を
と

り
ま

と
め

た
も

の
で

あ
り

、
今

後
発

生
す

る
前

線
や

台
風

に
よ

る
運

用
や

体
制

な
ど

出
水

対
応

の
実

施
状

況
を

 

踏
ま

え
、

ふ
り

か
え

り
、

見
直

し
な

ど
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

の
改

善
及

び
充

実
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

  小
矢

部
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

【
試

行
版

】
の

運
用

に
つ

い
て

 

 ○
小

矢
部

川
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
の

運
用

と
は

、
河

川
管

理
者

、
気

象
台

お
よ

び
各

参
画

機
関

か
ら

提
供

・
発

表
さ

れ
る

情
報

に
基

づ
き

、
災

害
対

応
の

ス
テ

ー
ジ

（ス
テ

ー
ジ

０
 

 

体
制

準
備

・確
認

～
ス

テ
ー

ジ
５

 
避

難
完

了
・危

機
回

避
）の

状
況

に
応

じ
た

各
防

災
行

動
項

目
を

実
施

す
る

判
断

を
お

こ
な

う
も

の
と

す
る

。
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

1
情

報
情

報
収

集
・
台

風
・
気

象
情

報
の

収
集

・
伝

達
(以

降
、

継
続

)
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

2
交

通
情

報
収

集
・
気

象
庁

や
気

象
会

社
か

ら
の

情
報

に
基

づ
き

、
運

転
計

画
を

検
討

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

3
避

難
避

難
に

関
す

る
情

報
の

発
令

・
山

間
部

自
治

会
へ

注
意

喚
起

及
び

自
主

避
難

を
促

す
連

絡
台

風
情

報
よ

り
、

高
岡

市
へ

接
近

す
る

こ
と

が
分

か
っ

た
場

合
◎

4
水

防
浸

水
対

策
・
防

災
資

機
材

・
備

蓄
の

確
認

◎

5
・
非

常
配

備
体

制
の

確
認

（
非

常
連

絡
員

・
地

区
連

絡
員

・
宿

日
直

者
）

◎
◎

6
・
庁

内
連

絡
課

長
会

議
の

開
催

（
事

前
対

策
及

び
緊

急
連

絡
体

制
の

確
認

等
）

◎

7
・
調

査
業

者
等

と
の

連
絡

体
制

確
認

水
文

観
測

業
者

等
◎

8
・
台

風
説

明
会

に
よ

る
見

通
し

の
解

説
○

◎
○

○
○

○
○

○
○

9
・
要

避
難

区
域

及
び

土
砂

災
害

警
戒

区
域

を
有

す
る

自
主

防
災

組
織

へ
の

注
意

喚
起

(以
降

、
継

続
)

台
風

が
接

近
す

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

場
合

､随
時

◎

1
0

・
市

民
・
事

業
者

へ
の

注
意

喚
起

◎
◎

1
1

・
指

定
工

事
業

者
と

の
台

風
情

報
の

共
有

◎
◎

◎

1
2

・
台

風
・
気

象
情

報
に

関
す

る
庁

内
へ

の
注

意
喚

起
◎

1
3

・
工

事
現

場
等

へ
の

注
意

喚
起

◎

1
4

避
難

避
難

に
関

す
る

情
報

の
発

令
・
山

間
部

自
治

会
へ

注
意

喚
起

及
び

自
主

避
難

を
促

す
連

絡
台

風
情

報
に

よ
り

、
南

砺
市

へ
接

近
す

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

場
合

◎

1
5

・
体

制
の

確
認

と
人

員
配

置
計

画
◎

◎

1
6

・
必

要
に

よ
り

対
策

本
部

を
立

ち
上

げ
、

情
報

の
収

集
と

運
転

計
画

の
検

討
◎

◎

1
7

情
報

配
信

・
運

転
計

画
を

H
P

、
プ

レ
ス

リ
リ

ー
ス

等
で

お
知

ら
せ

◎
◎

1
8

・
待

機
職

員
参

集
◎

◎
◎

◎

1
9

・
準

備
体

制
（
臨

時
庁

議
）

◎

2
0

・
今

後
の

対
応

方
針

の
決

定
・
伝

達
◎

2
1

・
職

員
へ

の
第

一
次

非
常

配
備

予
告

◎

2
2

・
連

絡
体

制
の

確
認

◎

2
3

・
第

1
非

常
配

備
体

制
（
防

災
担

当
職

員
の

配
備

）
情

報
収

集
等

◎
◎

2
4

・
市

事
業

中
止

の
判

断
・
伝

達
◎

2
5

・
休

校
・
休

園
の

判
断

・
連

絡
◎

◎

2
6

・
市

営
バ

ス
の

運
行

判
断

・
伝

達
◎

2
7

・
私

立
学

園
等

へ
の

注
意

喚
起

・
情

報
提

供
◎

2
8

・
防

災
行

政
無

線
に

よ
る

市
民

へ
の

注
意

喚
起

◎

2
9

・
水

防
団

へ
注

意
喚

起
◎

◎
◎

◎

3
0

・
パ

ト
ロ

ー
ル

（
浸

水
想

定
箇

所
等

の
点

検
）

◎

3
1

・
施

設
（
ダ

ム
・
水

門
・
排

水
機

場
等

）
の

点
検

・
操

作
確

認
◎

3
2

・
災

害
対

策
用

資
機

材
・
復

旧
資

機
材

等
の

確
保

◎

3
3

・
土

の
う

倉
庫

の
施

錠
・
解

錠
管

理
体

制
の

確
認

◎

3
4

体
制

の
構

築
・
確

認
・
対

策
本

部
設

置
と

運
休

等
の

情
報

広
報

準
備

2
4
時

間
総

雨
量

2
0
0
m

m
◎

3
5

浸
水

対
策

・
装

備
資

機
材

の
確

認
◎

◎

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 注 意 報

-
2
4
H

-
2
4
H

-
2
4
H

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

配
信

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

台 風 説 明 会

( 概 ね 台 風 接 近 の 2 日 前 想 定 )

-
4
8
H

-
4
8
H

-
4
8
H

浸
水

対
策

交
通

ラ
イ

フ
富

山
県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ） ス テ ー ジ 0 ( 体 制 準 備 ・ 確 認 )

台 風 情 報 ( 5 日

先 進 路 予 報 )

-
1
2
0
H

-
1
2
0
H

-
1
2
0
H

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細

備
考

（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

配
信

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認

台 風 情 報 ( 7 2

時 間 先 進 路 予

報 )

-
7
2
H

-
7
2
H

-
7
2
H

【
計

画
規

模
：
降

雨
】
小

矢
部

川
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
(試

行
版

)2
0
2
0
年

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

Ｒ
1
.1

2
.1

2
第

5
回

専
門

部
会

時
点

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

区
分

自
治

体
交

通
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

ラ
イ

フ
富

山
県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細

備
考

（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

Ｒ
1
.1

2
.1

2
第

5
回

専
門

部
会

時
点

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

区
分

自
治

体
交

通

3
6

発
表

発
表

・
伝

達
・
水

防
警

報
（
準

備
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

3
7

・
情

報
連

絡
体

制
の

構
築

・
確

認
◎

3
8

・
災

害
対

策
連

絡
体

制
確

保
◎

3
9

・
第

1
非

常
配

備
体

制
◎

◎
◎

◎

4
0

・
情

報
収

集
・
待

機
職

員
の

増
員

◎
◎

◎
◎

◎

4
1

・
第

2
非

常
配

備
体

制
、

情
報

収
集

等
防

災
担

当
職

員
の

増
員

、
関

係
課

職
員

の
配

備
◎

4
2

・
休

校
の

判
断

、
体

制
の

確
認

等
◎

4
3

・
注

意
体

制
水

防
団

待
機

水
位

を
超

え
は

ん
濫

注
意

水
位

に
達

す
る

と
予

想
さ

れ
る

場
合

◎

4
4

・
応

援
体

制
の

確
認

・
要

請
（
以

降
、

継
続

）
防

災
エ

キ
ス

パ
ー

ト
等

へ
要

請
◎

4
5

・
連

絡
要

員
の

配
置

◎
◎

◎
◎

◎

4
6

・
リ

エ
ゾ

ン
体

制
の

確
認

◎

4
7

・
協

力
機

関
の

体
制

確
認

◎

4
8

・
1
時

間
ご

と
に

河
川

水
位

・
流

量
、

雨
量

、
降

水
短

時
間

予
報

を
確

認
◎

◎
◎

◎
◎

◎
◎

4
9

・
被

害
の

情
報

収
集

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎
◎

5
0

気
象

情
報

（
路

線
含

む
）

◎
◎

◎

5
1

道
路

規
制

含
む

◎
◎

◎

5
2

・
長

江
観

測
所

の
水

位
・
流

量
の

デ
ー

タ
ー

収
集

◎
◎

5
3

情
報

配
信

・
防

災
メ

ー
ル

の
送

信
◎

5
4

・
パ

ト
ロ

ー
ル

・
応

急
対

策
活

動
等

開
始

◎
◎

◎

5
5

・
水

防
団

へ
待

機
指

示
◎

◎
◎

◎

5
6

・
庁

舎
の

止
水

対
策

の
実

施

5
7

・
所

管
施

設
の

止
水

資
機

材
の

準
備

◎
◎

◎
◎

5
8

河
川

管
理

施
設

の
操

作
・
水

門
、

樋
門

等
の

操
作

◎
◎

5
9

・
独

自
基

準
に

よ
り

体
制

を
判

断
◎

6
0

・
関

係
機

関
か

ら
の

情
報

に
基

づ
く
防

災
行

動
に

よ
る

行
動

開
始

◎

6
1

・
運

転
規

制
準

備
レ

ー
ル

面
よ

り
2
5
m

m
の

浸
水

で
運

休
規

制
値

前
で

も
予

測
に

よ
り

計
画

運
休

の
場

合
あ

り
◎

6
2

・
徐

行
に

よ
る

運
転

規
制

沿
線

雨
量

計
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
3

・
運

転
見

合
わ

せ
沿

線
雨

量
計

が
規

制
値

（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
4

・
鉄

道
施

設
の

点
検

（
以

降
、

継
続

）
◎

6
5

・
係

員
に

よ
る

巡
回

警
備

を
開

始
沿

線
雨

量
計

が
規

制
値

（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
6

・
係

員
に

よ
る

固
定

警
備

を
開

始
桁

下
水

位
が

規
制

値
（
警

戒
）
に

達
し

た
場

合
◎

◎

6
7

・
警

戒
準

備
体

制
警

報
が

発
令

さ
れ

、
電

力
設

備
へ

の
被

害
が

想
定

さ
れ

る
場

合
◎

6
8

・
災

害
対

策
本

部
員

待
機

◎

6
9

体
制

の
構

築
・
確

認
・
工

事
箇

所
の

要
員

の
安

全
確

保
◎

◎

7
0

・
ガ

ス
設

備
の

巡
視

(以
降

、
継

続
)

◎
◎

7
1

・
電

力
設

備
パ

ト
ロ

ー
ル

◎

7
2

情
報

配
信

・
ガ

ス
工

事
の

中
止

判
断

（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

7
3

情
報

収
集

・
設

備
状

況
の

確
認

（
以

降
、

継
続

）
◎

7
4

浸
水

対
策

・
所

管
施

設
の

水
防

板
設

置
◎

パ
ト

ロ
ー

ル

情
報

情
報

収
集

ス テ ー ジ 1 ( 水 防 準 備 )

【 水 防 団 待 機 水 位 ・ 流 量 到 達 】

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
8
.6

H
-
8
.4

H
-
6
.6

H

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

派
遣

要
請

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認

運
行

規
制

パ
ト

ロ
ー

ル

ラ
イ

フ

体
制

の
構

築
・
確

認

・
情

報
の

収
集

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

浸
水

対
策
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

ラ
イ

フ
富

山
県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細

備
考

（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

Ｒ
1
.1

2
.1

2
第

5
回

専
門

部
会

時
点

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

区
分

自
治

体
交

通

7
5

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
注

意
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○

7
6

・
水

防
警

報
（
出

動
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

7
7

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
）

◎
○

○
○

○
○

7
8

・
警

戒
体

制
氾

濫
注

意
水

位
・
流

量
以

上
の

洪
水

が
予

想
さ

れ
る

場
合

◎

7
9

・
災

害
警

戒
本

部
第

1
体

制
◎

8
0

・
第

2
警

戒
配

備
（
関

係
職

員
参

集
）

◎

8
1

・
警

戒
体

制
（
第

2
非

常
配

備
）

◎

8
2

・
災

害
警

戒
本

部
の

設
置

（
第

２
体

制
）

2
時

間
後

に
避

難
判

断
水

位
・
流

量
到

達
が

見
込

ま
れ

る
場

合
◎

◎

8
3

・
第

2
次

非
常

配
備

（
風

水
害

警
戒

本
部

設
置

）
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

8
4

・
本

部
会

議
に

よ
る

部
局

間
の

情
報

共
有

及
び

対
応

調
整

（
以

降
、

継
続

）
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

8
5

派
遣

要
請

・
リ

エ
ゾ

ン
の

派
遣

の
検

討
・
要

請
○

◎
◎

◎
◎

◎

8
6

・
1
0
分

毎
の

河
川

水
位

・
流

量
、

雨
量

、
降

水
短

時
間

予
報

を
確

認
◎

◎
◎

8
7

・
気

象
台

か
ら

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

◎
○

○
○

○
○

8
8

・
水

位
予

想
（
毎

正
時

）
の

確
認

・
配

信
氾

濫
注

意
水

位
を

超
過

し
て

い
る

時
間

H
P

・
ツ

イ
ッ

タ
ー

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

8
9

・
防

災
メ

ー
ル

を
送

信
◎

9
0

・
洪

水
予

報
伝

達
要

配
慮

者
利

用
施

設
等

へ
◎

◎

9
1

避
難

所
の

開
設

・
避

難
所

開
設

の
決

定
・
開

設
準

備
◎

◎
◎

9
2

・
早

期
の

立
退

き
避

難
対

象
地

域
の

検
討

◎
◎

◎
◎

9
3

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

防
災

担
当

部
課

長
協

議
◎

◎
◎

◎
◎

9
4

避
難

が
必

要
な

状
況

が
夜

間
・
早

朝
の

場
合

避
難

判
断

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

9
5

土
砂

災
害

、
中

小
河

川
等

に
備

え
た

早
期

の
避

難
が

必
要

と
見

込
ま

れ
る

場
合

◎

9
6

・
広

域
避

難
の

判
断

避
難

判
断

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

9
7

・
広

域
避

難
の

た
め

の
避

難
先

自
治

体
と

の
調

整
公

共
交

通
機

関
へ

の
広

域
避

難
の

協
力

要
請

避
難

判
断

水
位

・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

◎

9
8

・
水

防
団

へ
出

動
指

示
◎

◎
◎

◎

9
9

・
C

C
T
V

に
よ

る
監

視
強

化
◎

◎
◎

◎

1
0
0

・
出

水
時

点
検

（
巡

視
）

◎
◎

1
0
1

・
堤

防
巡

視
情

報
の

収
集

・
分

析
◎

◎
◎

1
0
2

・
水

防
団

等
に

よ
る

早
期

か
つ

高
頻

度
の

堤
防

巡
視

の
実

施
避

難
判

断
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
0
3

・
河

川
・
堤

防
巡

視
・
水

防
活

動
状

況
の

把
握

・
報

告
○

◎
◎

◎
◎

◎
○

○
○

1
0
4

排
水

ポ
ン

プ
車

の
手

配
・
排

水
ポ

ン
プ

車
の

派
遣

の
検

討
・
要

請
○

◎
◎

◎
◎

1
0
5

・
初

動
体

制
の

確
立

道
路

の
通

行
可

否
及

び
信

号
機

の
滅

灯
状

況
等

の
確

認
を

迅
速

に
実

施
で

き
る

体
制

を
確

保
○

◎

1
0
6

・
関

係
機

関
に

お
け

る
体

制
等

の
確

認
（
窓

口
設

定
）

○
◎

1
0
7

・
被

害
情

報
の

収
集

◎

1
0
8

・
列

車
の

徐
行

・
停

止
等

の
運

転
規

制
時

雨
量

・
連

続
雨

量
、

各
橋

梁
の

水
位

等
に

よ
る

規
制

値
前

で
も

予
測

に
よ

り
計

画
運

休
の

場
合

あ
り

◎
◎

1
0
9

情
報

配
信

・
列

車
の

運
行

状
況

を
周

知
（
以

降
、

継
続

）
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
の

情
報

伝
達

に
て

◎
◎

1
1
0

・
設

備
状

況
の

確
認

（
以

降
、

継
続

）
◎

1
1
1

・
電

力
設

備
の

水
防

板
等

設
置

◎
浸

水
対

策

ス テ ー ジ 2 ( 避 難 警 戒 )

【 氾 濫 注 意 水 位 ・ 流 量 到 達 】

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
6
.3

H
-
6
.7

H
-
5
.4

H

ラ
イ

フ

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

広
域

避
難

水
防

パ
ト

ロ
ー

ル

交
通

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

収
集

発
表

・
伝

達

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

収
集

情
報

配
信

発
表

避
難
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー
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◎

◎
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が

あ
る

場
合

◎

1
2
8

・
自

主
防

災
組

織
等

へ
連

絡
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

◎
◎

1
2
9

・
避

難
所

開
設

の
決

定
・
開

設
準

備
◎

◎

1
3
0

・
避

難
所

の
開

設
指

示
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
3
1

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

・
避

難
準

備
・
高

齢
者

等
避

難
開

始
の

発
令

判
断

◎
◎

◎
◎

1
3
2

避
難

勧
告

の
発

令
・
早

期
の

避
難

勧
告

等
の

判
断

・
検

討
・
準

備
立

退
き

避
難

に
要

す
る

時
間

を
考

慮
し

て
◎

1
3
3

・
避

難
誘

導
街

宣
（
以

降
、

継
続

）
広

報
車

等
に

よ
る

◎

1
3
4

・
避

難
誘

導
（
以

降
、

継
続

）
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
な

ど
◎

1
3
5

・
避

難
所

で
必

要
な

物
資

の
把

握
（
以

降
、

継
続

)
◎

1
3
6

・
避

難
所

の
運

営
氾

濫
危

険
水

位
・
流

量
を

超
過

す
る

見
込

み
を

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

で
確

認
し

た
場

合
◎

1
3
7

情
報

収
集

・
鉄

道
施

設
の

被
害

確
認

◎

1
3
8

・
ＩＣ

か
ら

の
流

出
規

制
に

つ
い

て
浸

水
想

定
を
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( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー
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催
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収
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・
浸

水
被

害
状

況
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収
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◎

1
5
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河

川
氾
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恐
れ
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水
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報
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ッ

シ
ュ
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緊
急

速
報

メ
ー

ル
◎

1
5
7

・
緊

急
情

報
、
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者

発
表

(以
降

、
継

続
)

◎

1
5
8

・
防

災
行

政
無

線
・
緊

急
速

報
メ

ー
ル

等
に

よ
る

情
報

伝
達

◎
◎

1
5
9

・
自

主
防

災
組

織
等

へ
連

絡
（
以

降
、

継
続

）
◎

◎

1
6
0

避
難

所
の

開
設

・
避

難
所

で
必

要
な

物
資

の
手

配
（
配

送
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◎

1
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◎
◎

◎

1
6
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退
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避

難
対
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域
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広
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対
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1
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指
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発

令
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発
令
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・
緊
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場

合
◎

1
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避
難

誘
導

・
避

難
誘

導
街

宣
（
以

降
、

継
続
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広
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に

よ
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◎

1
6
6

避
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所
の

運
営

・
避
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所
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（
以

降
、

継
続

）
◎

1
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浸
水

対
策

・
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防
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策

◎

1
6
8
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ポ
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プ
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の
手
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ポ
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の
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○
◎
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構

築
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認
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収
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踏
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備
の

監
視

◎

1
8
0

社
員

の
退

避
・
浸

水
予

想
区

域
の

電
力

設
備

か
ら

の
社

員
退

避
◎

・
避

難
勧

告
の

発
令

水
防

交
通

浸
水

対
策

運
行

規
制

情
報

配
信

ラ
イ

フ

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

情
報

情
報

配
信

避
難

避
難

勧
告

の
発

令

ス テ ー ジ 4 ( 避 難 勧 告 )
[ 氾 濫 危 険 水 位 ・ 流 量 到 達 ]

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

-
2
.1

H
-
1
.0

H
-
2
.2

H
発

表
発

表
・
伝

達

提
供
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

ラ
イ

フ
富

山
県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細

備
考

（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

Ｒ
1
.1

2
.1

2
第

5
回

専
門

部
会

時
点

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

区
分

自
治

体
交

通

1
8
1

・
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
8
2

・
水

防
警

報
（
状

況
）

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

1
8
3

・
破

堤
等

重
大

災
害

状
況

◎
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

1
8
4

提
供

ホ
ッ

ト
ラ

イ
ン

・
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
堤

防
決

壊
情

報
）

◎
○

○
○

○
○

1
8
5

・
緊

急
復

旧
、

堤
防

調
査

委
員

会
設

置
◎

1
8
6

・
第

3
非

常
配

備
体

制
（
全

職
員

参
集

）
◎

1
8
7

・
非

常
配

備
［
災

害
対

策
本

部
］

◎

1
8
8

・
警

戒
区

域
の

設
定

・
警

備
◎

1
8
9

・
災

害
対

策
本

部
設

置
○

◎

1
9
0

・
広

域
応

援
要

請
◎

1
9
1

・
市

町
村

か
ら

の
要

求
を

受
け

て
、

自
衛

隊
へ

災
害

派
遣

要
請

等
◎

1
9
2

・
災

害
応

急
対

策
要

請
→

協
定

業
者

◎
◎

1
9
3

・
自

衛
隊

へ
派

遣
要

請
（
県

を
通

じ
て

）
◎

◎
◎

◎
◎

○

1
9
4

・
浸

水
拡

大
の

恐
れ

（
洪

水
情

報
の

プ
ッ

シ
ュ

型
配

信
）

緊
急

速
報

メ
ー

ル
河

川
の

水
が

堤
防

を
越

え
て

流
れ

出
て

い
る

と
き

、
堤

防
が

壊
れ

て
河

川
の

水
が

大
量

に
溢

れ
出

し
て

い
る

と
き

◎

1
9
5

・
被

害
状

況
・
調

査
結

果
等

の
公

表
◎

1
9
6

◎
◎

◎
◎

◎

1
9
7

計
画

水
位

到
達

お
よ

び
河

川
管

理
施

設
の

大
規

模
異

常
ま

た
は

破
堤

・
流

水
を

確
認

の
場

合
◎

1
9
8

避
難

所
の

運
営

・
避

難
者

へ
の

支
援

◎
◎

◎
◎

◎

1
9
9

・
T
E
C

-
F
O

R
C

E
◎

2
0
0

・
被

害
状

況
の

把
握

◎

2
0
1

・
堤

防
決

壊
箇

所
の

応
急

復
旧

◎

・
避

難
指

示
(緊

急
)の

発
令

水
防

浸
水

対
策

発
表

・
伝

達

体
制

体
制

の
構

築
・
確

認

派
遣

要
請

情
報

情
報

配
信

ス テ ー ジ 5 ( 避 難 完 了 ・ 危 険 回 避 )
[ 堤 防 決 壊 ・ 越 水 に よ る 氾 濫 発 生 ]

大 雨 ( 浸 水 害 ・ 土 砂 災 害 ) ・ 洪 水 警 報

0
H

0
H

0
H

発
表

避
難

避
難

指
示

(緊
急

)の
発

令
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◎
実

施
主

体
　

○
連

携
先

、
交

通
（
公

共
交

通
機

関
）
、

道
（
道

路
管

理
者

）
、

ラ
イ

フ
（
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

気 象 情 報 ・ 予 警 報 等

( 防 災 行 動 調 査 用 想 定 )

長
江

石
動

津
沢

高 岡 市

射 水 市

小 矢 部 市

南 砺 市

砺 波 市

西 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 )

あ い の 風 と や ま 鉄 道 ( 株 )

万 葉 線 ( 株 )

富 山 地 方 鉄 道 ( 株 )

加 越 能 バ ス ( 株 )

中 日 本 高 速 道 路 ( 株 )

日 本 海 ガ ス ( 株 )

高 岡 ガ ス ( 株 )

西 日 本 電 信 電 話 ( 株 )

北 陸 電 力 ( 株 )

総 合 政 策 局 防 災 ・ 危 機 管 理 課

土 木 部 河 川 課

高 岡 土 木 セ ン タ ー

高 岡 土 木 セ ン タ ー

小 矢 部 土 木 事 務 所

砺 波 土 木 セ ン タ ー

ラ
イ

フ
富

山
県

ス テ ー ジ （ 水 位 ・ 流 量 ）

主
な

防
災

行
動

防
災

行
動

の
詳

細

備
考

（
手

段
、

要
請

先
、

行
動

条
件

等
）

富 山 河 川 国 道 事 務 所

富 山 地 方 気 象 台

何
時

(い
つ

)
(参

考
：
既

往
T
L
の

目
安

の
時

刻
)

Ｒ
1
.1

2
.1

2
第

5
回

専
門

部
会

時
点

庄
川

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

(試
行

版
)2

0
2

0
年

N
o

区
分

自
治

体
交

通

2
0
2

体
制

の
構

築
・
確

認
・
車

両
基

地
内

車
両

の
移

動
判

断
・
準

備
洪

水
予

報
（
氾

濫
発

生
情

報
）
、

水
防

警
報

（
状

況
）

ま
た

は
破

堤
等

重
大

災
害

状
況

の
発

表
時

◎

2
0
3

・
各

種
交

通
対

策
を

迅
速

か
つ

的
確

に
実

施
す

る
た

め
の

情
報

収
集

交
通

規
制

の
実

施
状

況
、

交
通

安
全

施
設

の
障

害
状

況
（
特

に
、

信
号

機
の

滅
灯

状
況

）
、

信
号

機
電

源
付

加
装

置
及

び
可

搬
式

発
動

発
電

機
の

活
用

状
況

、
各

種
交

通
対

策
の

従
事

体
制

、
信

号
機

の
滅

灯
中

に
発

生
し

た
交

通
事

故
件

数

○
◎

2
0
4

・
広

域
管

制
シ

ス
テ

ム
等

を
活

用
し

た
情

報
収

集
ＩＴ

Ｖ
や

現
場

か
ら

の
無

線
報

告
等

に
よ

る
◎

◎

2
0
5

・
幹

線
道

路
の

通
行

可
否

情
報

等
の

収
集

◎
◎

2
0
6

・
プ

ロ
ー

ブ
情

報
（
通

行
実

績
）
の

分
析

被
災

地
域

へ
の

流
入

経
路

や
迂

回
路

等
の

検
討

◎
◎

2
0
7

・
ヘ

リ
に

よ
る

道
路

損
壊

状
況

等
の

確
認

◎
◎

2
0
8

各
橋

梁
の

水
位

◎
◎

2
0
9

時
雨

量
・
連

続
雨

量
等

◎
◎

2
1
0

◎
◎

2
1
1

砺
波

ＩＣ
は

有
人

、
高

岡
砺

波
ス

マ
ー

ト
ＩＣ

は
無

人
◎

2
1
2

・
復

旧
し

た
信

号
機

の
点

検
、

調
整

信
号

機
の

設
定

値
に

係
る

点
検

、
調

整
、

灯
器

の
向

き
の

調
整

等
が

必
要

な
場

合
に

お
け

る
保

守
業

者
と

の
連

携
対

応
○

○

2
1
3

・
信

号
機

の
設

定
変

更
等

の
実

施
信

号
機

の
手

動
介

入
や

定
数

設
定

変
更

等
に

よ
る

交
通

の
秩

序
化

○
○

2
1
4

・
広

域
的

な
迂

回
路

対
策

の
実

施
都

市
間

交
通

が
遮

断
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

警
察

庁
、

関
係

都
府

県
警

察
及

び
道

路
管

理
者

と
連

携
し

た
広

域
的

な
迂

回
路

対
策

の
実

施
◎

○
○

○
○

○
◎

2
1
5

・
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

復
旧

や
燃

料
輸

送
等

に
従

事
す

る
車

両
の

円
滑

な
通

行
の

確
保

◎
◎

2
1
6

・
施

設
管

理
者

対
策

の
実

施
店

舗
駐

車
場

か
ら

溢
れ

た
車

両
に

起
因

す
る

交
通

の
混

雑
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

解
消

対
策

の
実

施
◎

○
○

○
○

○
◎

2
1
7

体
制

の
構

築
・
確

認
・
非

常
体

制
危

険
水

位
到

達
し

、
電

力
設

備
へ

の
被

害
が

発
生

し
た

場
合

◎

2
1
8

情
報

収
集

・
電

力
設

備
の

被
害

状
況

の
確

認
◎

2
1
9

情
報

配
信

・
関

係
機

関
・
マ

ス
コ

ミ
へ

の
広

報
・
連

絡
◎

◎

2
2
0

社
員

の
退

避
・
社

員
安

否
確

認
◎

◎

2
2
1

・
日

本
ガ

ス
協

会
へ

の
復

旧
応

援
要

請
◎

◎

2
2
2

・
応

援
者

・
請

負
者

確
保

◎

2
2
3

・
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
施

設
の

応
急

措
置

◎

2
2
4

・
重

要
ガ

ス
供

給
設

備
の

保
安

措
置

・
復

旧
対

応
◎

◎

2
2
5

・
停

電
範

囲
の

把
握

、
縮

小
化

◎

交
通

情
報

収
集

運
行

規
制

・
列

車
の

停
止

等
の

運
転

規
制

避
難

誘
導

・
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

所
管

施
設

か
ら

の
職

員
退

避

ラ
イ

フ

派
遣

要
請

復
旧

対
応

42/113



■
河

川
管

理
者

は
気

象
台

等
と

の
協

議
に

よ
り

、
計

画
規

模
降

雨
を

超
え

る
降

雨
や

、
早

期
の

水
位

上
昇

に
対

応
し

た
情

報
提

供
を

実
施

◎
「
氾

濫
注

意
水

位
以

上
の

洪
水

が
予

想
さ

れ
る

場
合

」
は

「
洪

水
予

報
（
氾

濫
警

戒
情

報
）
」
を

発
表

◎
水

位
予

測
（
３

時
間

予
測

）
等

に
よ

り
、

「
計

画
規

模
以

上
の

水
位

上
昇

ま
た

は
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
」
は

必
要

に
応

じ
て

、
関

係
機

関
へ

情
報

を
提

供

災
害

対
応

の
ス

テ
ー

ジ
(目

標
)

計
画

規
模

降
雨

の
場

合
想

定
最

大
規

模
降

雨
の

場
合

目
安

の
時

刻
河

川
管

理
者

の
防

災
行

動
目

安
の

時
刻

河
川

管
理

者
の

防
災

行
動

長
江

石
動

津
沢

長
江

石
動

津
沢

ス
テ

ー
ジ

0
( 体

制
準

備
・
確

認
)

ス
テ

ー
ジ

1
(水

防
準

備
)

-
8
.6

h
-
8
.4

h
-
6
.6

h
【
注

意
体

制
】

◎
水

防
警

報
（
準

備
）

-
6
.5

h
-
7
.5

h
(-

2
.5

h
)

【
注

意
体

制
】
＜

氾
濫

注
意

水
位

以
上

の
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
＞

◎
水

防
警

報
（
準

備
）

【
警

戒
体

制
】
＜

避
難

判
断

水
位

以
上

の
洪

水
が

予
想

さ
れ

る
場

合
＞

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
注

意
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
出

動
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判

断
水

位
を

超
過

す
る

見
込

み
）

ス
テ

ー
ジ

2
(避

難
警

戒
)

-
6
.3

h
-
6
.7

h
-
5
.4

h
【
警

戒
体

制
】

◎
洪

水
予

報
（
氾

濫
注

意
情

報
）

◎
水

防
警

報
（
出

動
）

◎
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
（
避

難
判
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令和2年1月調査時点

機　関　名 富山市 高岡市 立山町 舟橋村 射水市 砺波市 小矢部市 南砺市 滑川市 上市町

完 成 予 定 令和２年３月 令和２年３月 令和２年３月 令和２年３月 令和２年３月 平成３１年３月　完成 平成31年３月完成 平成31年3月 令和２年３月（予定） 令和２年３月

配 布 予 定 令和２年６月 令和２年６月 令和２年４月 令和２年４月 令和２年５月または６月

１　平成３１年４月末
　→市広報誌と併せて配布
２　平成３１年４月２５日
　→市ホームページで公表

令和元年６月全戸配布済み 令和元年５月 令和２年４月（予定） 令和２年４月

作 成 形 態

作成対象の全河川の重ね合
わせ
（想定最大規模／計画規模
の併用）

庄川、小矢部川、岸渡川、
子撫川、横江宮川、千保
川、祖父川、和田川の浸水
想定区域の重ね合わせ（想
定最大規模降雨）

常願寺川と栃津川、白岩川
の浸水想定区域の重ね合わ
せ（想定最大規模降雨）

常願寺川・栃津川・白岩
川・大岩川の浸水想定区域
の重ね合わせ（想定最大規
模降雨）

神通川、庄川、小矢部川、
和田川、下条川の浸水想定
区域の重ね合わせ（想定最
大規模）

１　庄川、小矢部川、渋江
川（国）
２　小矢部川（県）、旅
川、岸渡川、横江宮川（県
水位周知河川）
３　祖父川、黒石川（県河
川の氾濫により浸水が想定
される河川）
計９河川の洪水浸水想定区
域の重ね合わせ（想定最大
規模降雨）

小矢部川、旅川、子撫川、
横江宮川、渋江川、岸渡
川、庄川の浸水想定区域の
重ね合わせ（想定最大規模
降雨）

小矢部川、旅川、山田川、
横江宮川、渋江川浸水想定
区域の重ね合わせ（想定最
大規模降雨）

常願寺川、早月川、中川、
沖田川、上市川、白岩川の
浸水想定区域の重ね合わせ
（想定最大規模、計画規模
降雨）

上市川水系、白岩川水系と
常願寺川の浸水想定区域の
重ね合わせ（想定最大規模
降雨と計画規模降雨の両面
印刷）

作 成 対 象

国、県が浸水想定区域を指
定した洪水予報河川及び水
位周知河川
（14河川）

直轄区間（国） 、指定区間
（県）

直轄区間（国） 、指定区間
（県）

直轄区間（国）・指定区間
（県）・支川（国・県）

直轄区間（国） 、二級河川
（県）、支川（県）

直轄区間（国） 、水位周知
河川（県）、河川の氾濫に
より浸水が想定される河川
（県）

直轄区間（国） 、指定区間
（県）、支川（国・県）

直轄区間（国） 、指定区間
（県）、支川（国・県）

直轄区間（国） 、水位周知
河川（県）

直轄区間（国） 、指定区間
（県）

指定避難所の
考え方

想定最大規模の想定浸水深
より高い位置にある階層を
有する施設を
指定緊急避難場所として指
定

指定緊急避難場所（洪水）
の考え方：浸水想定区域内
であっても、当該施設にお
いて利用可能な場所（階）
がある場合に指定を行う。
（判断基準は想定浸水深）

床下浸水に至らないであろ
うと想定される施設につい
て指定を行う。

床下浸水に至らないであろ
うと想定される施設（浸水
想定0.5未満）について指
定を行う。
浸水深によって、２階以上
の避難所も指定（ただし、
２４時間以上浸水する場合
は指定しない）

洪水時に避難所として使用
の可否や使用できる階数が
わかるように記載予定

洪水浸水想定区域外への避
難所又は浸水深0.5ｍ未満
区域内への避難所を検討

指定避難所のうち床下浸水
に至らないであろうと想定
される施設（浸水想定0.5
ｍ未満）について洪水時使
用可能としている。
浸水深によって、２階以上
使用可能となる避難所につ
いては、その旨記載してい
る。

床下浸水に至らないであろ
うと想定される施設（浸水
想定0.5ｍ未満）について
指定を行う。
浸水深によって、２階以上
の避難所も指定。

床下浸水に至らないであろ
うと想定される施設につい
て指定を行う。
浸水深によって、２階以上
の避難所も指定（ただし、
２４時間以上浸水する場合
は指定しない。

床下浸水に至らないであろ
うと想定される施設（浸水
想定0.5ｍ未満）について
指定を行う。
浸水深によって、２階以上
の避難所も指定（ただし、
２４時間以上浸水する場合
は指定しない。

避難ルートの
明示

避難時に通行が危険と考え
る橋アンダーパスなどを明
示

設定なし（各自主防災会等
において各自で決定）

非開示 避難区域毎に設定
浸水範囲が広いことから、
高い地域への避難方向を記
載

未実施（避難所は、地域住
民や地区の判断により異な
ることから、表示を見送り
した）

設定された浸水想定区域を
もとに、避難場所や避難方
法の検討を行った。

なし

１枚のマップで市内全域を
表示する予定であり、避難
ルートを明示すると情報量
が多く分かりづらいため、
目安となる国道等の主要道
路のみを明示する。
具体的には各自主防災会の
防災計画にて定めるものと
考えている。

大まかな避難方向を示す予
定

収容者数の
整理

避難区域（小学校区毎）の
人口で整理

各校区及び市全体で収容可
能か判断する

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

地区内の人口（要避難者）
により、当該地区の避難所
に収容可能の場合は近傍の
避難所へ、超過する場合は
他地区への避難所を検討

地域毎の指定避難所の収容
数を確認。その地域内の指
定避難所で収容できない場
合は、地区外への避難を検
討。

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

避難区域毎の人数により収
容可能か判断

隣接市町村への
広域避難

現時点では検討していない 検討中 検討していない 検討中 高岡市の避難所を記載予定 未実施
近隣市と調整ができていな
い。

検討なし 検討中
現在は計画は無いが、検討
が必要と考えている

作成における
課題

・なし

想定最大規模降雨に対する
洪水ハザードマップでは、
浸水エリア、浸水深が深
く、校区内で避難ができな
い（収容できない）避難者
が発生する恐れがある。こ
のため、校区外又は市外へ
の広域避難を検討中であ
る。

浸水範囲が広すぎて指定避
難所に全員収容することが
できない。
立ち退き避難区域の設定と
当該住民に対する周知が困
難

舟橋村ほぼ全域が浸水想定
区域となり、使用可能な避
難所は５箇所程度のみと見
込まれる。
隣接市町への広域避難につ
いて検討を進めていく必要
がある。

浸水範囲が広すぎて避難所
に全員収容することができ
ないため、自宅での垂直避
難や遠方への早期避難の啓
発が必要。

特になし

浸水範囲が広すぎるため、
地区によっては地区内の指
定避難所だけでは全員収容
することが難しい。地区外
への避難についても住民に
周知する必要がある。

周囲を複数の河川に囲ま
れ、河川を避けて向かえる
避難所を指定した場合、か
なり遠方の避難所となって
しまう地域がある。

浸水範囲が広すぎて指定避
難所に全員収容できるか検
討中。
立ち退き避難区域の設定と
当該住民に対する周知が困
難。

想定最大規模の場合、市街
地がほぼ浸水するため、既
存の指定避難所の多くも浸
水してしまう可能性があ
る。

洪水ハザードマップに関する進捗状況及び課題について

○洪水ハザードマップ
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令和2年1月調査時点

機　関　名 富山市 高岡市 立山町 舟橋村 射水市 砺波市 小矢部市 南砺市 滑川市 上市町

今年度の予定
(どこまで)

R2年６月の想定最大規模
に対応した洪水ハザード
マップの配布に合わせ、対
象とする要配慮者利用施設
の見直しを行い、地域防災
計画へ記載するとともに避
難確保計画の作成を進める

想定最大規模降雨での洪水
ハザードマップ公表（R2.
３予定）に向けて、対象施
設を洗い出し、地域防災計
画へ反映する資料（一覧表
等）を作成

14施設中９施設作成済予
定

浸水想定区域内にある要配
慮者利用施設のリストアッ
プを完了

洪水ハザードマップの浸水
想定を反映させた要配慮者
利用施設のとりまとめ
R2年度地域防災会議で決
定

洪水ハザードマップ見直し
後（H30.3見直し）、全４
８施設中、４７施設で作成
済み

対象となる要配慮者利用施
設を精査し、地域防災計画
の内容を更新する。

【これまでの経過】
・平成２９年　８月～
：要配慮者利用施設の洗出
し作業を実施
・平成３０年　２月１９日
：市防災会議で本件を含む
市地域防災計画の修正につ
いて協議
・平成３０年　４月　１日
：市地域防災計画の修正
（対象施設をリストアッ
プ）
・令和元年　　５月１０日
：県管理河川の洪水浸水想
定区域の見直しに伴う市地
域防災計画の追加修正（追
加で対象となった施設もリ
ストアップ）

要配慮者利用施設を掲載し
た地域防災計画（案）のと
りまとめ
R2年度地域防災会議で決
定

要配慮者利用施設を掲載し
た地域防災計画（案）のと
りまとめ
R2年度地域防災会議で決
定

R２年１月末時点
の進捗状況

洪水ハザードマップ更新に
よる施設の見直しに合わ
せ、市の支援体制を再構築
するための各施設の所管部
局と協議中

浸水想定区域内にある要配
慮者利用施設についてのリ
ストアップがおおむね完了

14施設中6施設作成済

上記リストアップが完了し
た。今後、関係課とこれを
たたき台とした検討を実施
予定。

浸水想定区域内にある主な
要配慮者利用施設について
のおおまかなリストアップ
を完了。

洪水ハザードマップ見直し
後（H30.3見直し）、全４
８施設中、４７施設で作成
済み。
残り１施設についても現在
担当課より依頼済み

浸水想定区域内にある要配
慮者利用施設について、浸
水深を確認。地域防災計画
の修正に向けて準備中。

対象施設のうち９割以上で
作成が完了し、未作成の数
施設にあっても鋭意作成
中。

市内の要配慮者利用施設の
うち、浸水想定区域内に該
当する施設を発注業者にお
いて抽出中であり、この結
果を受け、関係課と検討す
る予定。

浸水想定区域内にある主な
要配慮者利用施設について
のおおまかなリストアップ

H31年3月末時点
の進捗状況

現在の洪水ハザードマップ
で表示している計画規模の
洪水浸水想定区域内にある
要配慮者利用施設に対し、
避難確保計画の作成を指導
中

計画規模降雨での避難確保
計画作成の説明会を平成
30年４～６月に実施し、
各要配慮者利用施設に計画
の作成を求めている。作成
率は約20％である。

14施設中6施設作成済

担当各課へ現状について通
知を実施。
来年度の早い時期に検討会
を開催したいと考えてい
る。

担当各課から合議される対
象施設の計画の内容につい
て、随時助言を行ってい
る。

洪水ハザードマップ見直し
前、全１４施設すべて作成
済み

浸水想定区域内にある主な
要配慮者利用施設について
のおおまかなリストアップ
を完了。

対象施設の管理者向けに説
明会を開催する等し、実効
性の高い計画となるよう助
言等を行ってきた。

計画規模（想定最大規模公
表前）で、浸水想定区域内
にある要配慮者利用施設の
所管課に作成を促すよう通
知。

未実施

地域防災計画
の見直し時期

印刷版はＲ２年３月（デー
タ版は適時更新する予定）

R２年４月（資料編の修
正）

未定 Ｒ３年３月 R２年８月
洪水ハザードマップ見直し
後、追加施設改定済み（H
３１．３）

R2年３月 修正済み R２年６月 R３年３月頃

作成における
課題

・洪水ハザードマップの更
新に合わせた見直しには多
くの施設に事務の負担を強
いるほか、これを取りまと
める所管課にも負担をかけ
る。
・浸水想定区域内にある要
配慮者利用施設のうち、避
難確保計画の作成を要しな
い施設とする条件。
・県管理施設に対する対
応。

各計画が実効性のあるもの
となるよう、訓練徹底の周
知と市避難訓練や地元訓練
への積極的な参加の呼びか
け
各施設における避難先が集
中したときの対応を検討
（避難場所の追加指定、市
避難場所以外で安全な場所
（グループホーム等）へ避
難の検討を打診等）

施設経営者、運営者の避難
確保計画作成に対する理解
度

施設側において協力体制が
構築され、どこまで理解さ
れるか不安がある。

施設側に避難確保計画の必
要性について、どの程度理
解が得られるか不安があ
る。

避難先の選定
避難方法
訓練の実施

施設によって規模も利用し
ている要配慮者も違うた
め、作成を依頼するにあた
り、それぞれの施設に応じ
た対応が求められる。

未作成の施設には引き続き
早期の作成を促し、作成の
障害となっている事柄の把
握と解決に努める必要があ
る。

施設側にどの程度理解が得
られるか不安がある。

施設側にどの程度理解が得
られるか不安がある。

（３）備考

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援に関する進捗状況及び課題について

その他、避難に関し
て

河川管理者への要望
等

特になし

避難勧告等を発令するタイ
ミングの一つは、河川の水
位だが、一昨年はダムによ
る緊急放流により発令せざ
るを得ない状況となった。
降雨だけなら避難勧告等を
発令する水位に至らなかっ
た可能性が高いことから、
明らかに大雨が降ることが
見込まれる際には、事前に
放流するようダム管理事務
所と調整してほしい。

○要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援
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既存ダムの洪水調節機能の強化に向けたとり組み（治水協定）参加機関一覧 

機関名 

該当水系 

立場 対象ダム 
常
願
寺
川 

神
通
川 

庄
川 

小
矢
部
川 

北陸農政局   ○  ダム参画利水者 境川、和田川 

    ○  刀利、五位 

富山県土木部 ○ ○ ○ ○ 河川管理者   

 ○   補助ダム管理者 室牧、久婦須川、熊野川 

  ○  境川、和田川、利賀川 

   ○ 子撫川、城端 

富山県農林水産部  ○   利水ダム管理者 湯谷川 

  ○  ダム参画利水者 境川、和田川、庄川合口 

   ○ 利水ダム管理者 刀利、五位、臼中 

富山県企業局  ○   利水ダム管理者 菅沼、八尾、若土、中山、猿越

 ○   ダム参画利水者 室牧 

  ○  ダム参画利水者 境川、和田川 

   
○

利水ダム管理者 太美 

   ダム参画利水者 子撫川、刀利 

岐阜県県土整備部  
○ 

○  河川管理者   

   補助ダム管理者 丹生川 

富山市  ○   ダム参画利水者 久婦須川 

南砺市   ○  ダム参画利水者 境川 

   ○ ダム参画利水者 城端 

高山市  ○   ダム参画利水者 丹生川 

砺波広域圏事務組合   ○  ダム参画利水者 庄川合口 

北陸電力(株) 
○    

利水ダム管理者 有峰、祐延、小口川、小俣、新中

地山、真川調整池、真立、岩井谷

 ○   
神一、神二、神三、新猪谷、浅井

田、久婦須第二 

関西電力(株)  ○   利水ダム管理者 下小鳥、打保、坂上、角川 

  ○  

小牧、祖山、椿原、小原、鳩谷、

成出、赤尾、庄川合口、利賀、千

束、境川、利賀川 

電源開発(株)   ○  利水ダム管理者 御母衣、大白川、大黒谷、白水

中部電力(株)  ○   ダム参画利水者 丹生川 

富山共同自家発電(株)  ○   利水ダム管理者 双六 

日本海発電(株)  ○   ダム参画利水者 久婦須川 

富山地方気象台      ※治水協定締結対象外 

岐阜地方気象台      ※治水協定締結対象外 

富山河川国道事務所 ○ ○ ○ ○ 河川管理者   

利賀ダム工事事務所   ○  河川管理者 ※治水協定締結対象外  
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○水害対応タイムライン策定　進捗状況
R2.4現在

策定済 策定年月 作成中 策定済 策定年月

富山市 ○ ～H27.11 ○ R2.3

常願寺川(国)、神通川(国)、西派川(国)、
井田川(国)、熊野川(国)、いたち川、土川、
熊野川、山田川、坪野川、上市川、白岩川、
栃津川、庄川(国)、大岩川

高岡市 ○ ～H27.11 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中

庄川(国)、小矢部川(国)、千保川、祖父川、
岸渡川、和田川、子撫川、横江宮川、小矢部川

魚津市 対象外 ○ H30.6 布施川、片貝川、鴨川、角川、早月川

氷見市 対象外 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中

宇波川、阿尾川、余川川、上庄川、
仏生寺川、泉川

滑川市 ○ H28年度 ○ R2.3
常願寺川(国)、早月川、中川、沖田川、
上市川、白岩川

黒部市 ○ ～H27.11 ○ R2.3
黒部川(国)、吉田川、高橋川、黒瀬川、
布施川、片貝川、舟川

砺波市 ○
H27.3

(H31.4)
○ R2.3

庄川(国)、小矢部川(国)、小矢部川、
岸渡川、横江宮川、旅川

小矢部市 ○ ～H28.8 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中

小矢部川(国)、庄川(国)、岸渡川、子撫川、
横江宮川、渋江川、小矢部川、旅川

南砺市 ○ H28年度 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中

小矢部川(国)、小矢部川、山田川、旅川、
横江宮川、渋江川、庄川(国)

射水市 ○ ～H28.8 ○ R2.3
神通川(国)、庄川(国)、小矢部川(国)、
下条川、和田川

舟橋村 ○ H28年度 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中
常願寺川(国)、上市川、白岩川

上市町 ○ H28年度 ○
R2出水期ま
でを目途に

作成中

常願寺川(国)、上市川、白岩川、栃津川、
大岩川

立山町 ○ ～H28.8 ○ R2.3 常願寺川(国)、上市川、白岩川

入善町 ○ H27.11 ○ R2.3 黒部川(国)、小川、舟川

朝日町 ○ H28年度 ○ R2.3
黒部川(国)、境川、笹川、木流川、小川、
三合川、舟川

合計 13
対象13
市町村

6 9

・R2.2に各市町村担当者に説明し、R2出水期前までを目途に作成をお願いしています。

市町村名 備　考対象河川名

国直轄河川

【避難勧告着目型】 【避難勧告着目型】

県管理河川

3
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